
 

令 05原機（速実）013 

令和 6年 2月 7日 

 

 

原子力規制委員会 殿 

 

 

茨城県那珂郡東海村大字舟石川７６５番地 1 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

理事長   小口 正範 （公印省略） 

 

 

 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

大洗研究所（南地区）原子炉設置変更許可申請書 

（高速実験炉原子炉施設の変更） 

 

 

 

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第２６条第１項の規定に基づき、下記のと

おり国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所（南地区）の原子炉設置に係る変更の許可

を申請します。 

 

 

記 

 

 

一 名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

名 称 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

住 所 茨城県那珂郡東海村大字舟石川７６５番地１ 

代表者の氏名 理事長  小口 正範 

 

 

二 変更に係る事業所の名称及び所在地 

名 称 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

 大洗研究所（南地区） 

所 在 地 茨城県東茨城郡大洗町成田町４００２番地 

  



 

三 変更の内容 

昭和４３年１１月８日付け４３原第５６５９号をもって設置の許可を受け、別紙１のとお

り設置変更許可を受けた国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所（南地区）（以

下「大洗研究所（南地区）」という。）の原子炉設置変更許可申請書のうち、高速実験炉原子炉

施設に関する記載の一部を別紙２のとおり変更する。 

 

 

四 変更の理由 

高速実験炉原子炉施設を放射性同位元素の生産その他研究開発に使用するため、使用の目

的を追加する。また、実験設備及び利用設備としてＲＩ生産用実験装置を追加する。 

 

 

五 工事計画 

当該変更に伴う工事の計画は、別紙３のとおりである。 

 

 

以上 



別紙１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大洗研究所（南地区）の原子炉設置変更許可の経緯 
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原子炉設置変更許可の経緯 

 

（重水臨界実験装置） 

許可年月日 許可番号 備    考 

昭和 46年 7月 8日 46原第 5031号 プルトニウム富化燃料（0.54w/o 

PuO2－UO2)の使用 

昭和 47年 5月 2日 47原第 4400号 実験用二酸化ウラン燃料の使用 

昭和 47年 7月 27日 47原第 7479号 プルトニウム富化燃料（0.87w/o 

PuO2－UO2)の使用及び燃料体昇温装

置の使用 

昭和 49年 10月 8日 49原第 9069号 燃料棒混合型燃料体使用 

昭和 51年 11月 16日 51安（原規）第 167号 60本燃料体使用 

昭和 52年 8月 3日 52安（原規）第 226号 多数本クラスタ燃料体使用 

昭和 55年 1月 14日 54安（原規）第 170号 36／40燃料集合体、防振板使用 

昭和 58年 10月 25日 58安（原規）第 191号 ポイズン急速注入装置の追加 

昭和 59年 3月 1日 59安（原規）第 30号 24.2cmピッチグリッド板 

36本燃料集合体の使用 

昭和 62年 9月 29日 62安（原規）第 235号 36本軸方向富化度分布付ガドリニ

ア入り燃料集合体の使用 

平成元年 7月 31日 元安（原規）第 349号 実験用二酸化ウラン燃料集合体用

ガドリニア入り燃料棒の使用 

平成 5年 4月 28日 5安（原規）第 58号 未臨界度測定機能の追加 

平成 7年 9月 28日 7安（原規）第 291号 未臨界度測定実験範囲の拡大 

平成 17年 8月 2日 16諸文科科第 3450号 使用済燃料の処分の方法について

の変更 

平成 24年 3月 30日 23受文科科第 5939号 敷地形状の一部変更 
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（高速実験炉原子炉施設） 

許可年月日 許可番号 備    考 

昭和 45年 2月 12日 45原第 663号 高速実験炉原子炉施設の設置 

昭和 46年 3月 25日 46原第 2111号 制御棒の変更、トランスファロー

タ内ナトリウムタンクの廃止、燃

料貯蔵能力の変更及び 2次冷却系

材質の変更 

昭和 47年 2月 28日 47原第 1051号 原子炉本体及び 1次冷却系の圧力

の変更及びディーゼル発電機の容

量の変更 

昭和 48年 7月 25日 48原第 6995号 アニュラス部排気設備の非常用ガ

ス処理装置の設備変更 

昭和 49年 4月 19日 49原第 3329号 液体状放射性廃棄物処理設備の増

強及び放射性廃棄物処理の管理強

化 

昭和 52年 1月 5日 51安（原規）第 205号 使用済燃料及び新燃料の貯蔵施設

の増設、使用済燃料の処分の方法

の変更及び屋外放射線管理施設等

の変更 

昭和 53年 9月 20日 53安（原規）第 289号 炉心構成要素等を変更してその炉

心 (照射用炉心)の熱出力を 100MW

とする。また、照射用炉心に移行

するまでの炉心 (増殖炉心) の熱

出力を 75MWとする。 

昭和 55年 1月 17日 54安（原規）第 171号 アルコール廃液処理装置の増設 

昭和 57年 5月 19日 57安（原規）第 103号 Ｃ型特殊燃料集合体の集合体当た

りの燃料要素最大個数の変更 

昭和 58年 10月 25日 58安（原規）第 191号 特殊燃料要素にⅢ型、Ｃ型特殊燃

料集合体に計測線付を追加 

昭和 61年 8月 7日 61安（原規）第 109号 照射用炉心の炉心燃料集合体の最

高燃焼度の変更及びＪ２燃料集合

体の追加変更等 
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許可年月日 許可番号 備    考 

平成元年 3月 27日 元安（原規）第 81号 使用済燃料貯蔵施設の増設 

平成 2年 9月 5日 2 安（原規）第 454号 高線出力試験用集合体及びＦＦＤＬ

試験用集合体の追加 

平成 3年 9月 3日 3 安（原規）第 406号 制御棒配置の変更、Ⅳ型特殊燃料要

素の追加及び廃棄物処理施設の設置 

平成 5年 4月 28日 5 安（原規）第 58号 限界照射試験の実施、炭化物試験用

要素及び窒化物試験用要素の追加 

平成 7年 9月 28日 7 安（原規）第 291号 原子炉本体、原子炉冷却系統施設及

び計測制御系統施設の構造及び設備

を変更してその炉心（ＭＫ－Ⅲ炉

心）の熱出力を 140MW とする。 

平成 12年 2月 23日 12安（原規）第 35号 Ｄ型照射燃料集合体の追加、計測線

付実験装置の追加、ナトリウムボン

ド型制御要素の追加、核特性測定用

要素の追加及び固体廃棄物の廃棄設

備の変更 

平成 14年 10月 9日 14文科科第 387号 γ型コンパートメントの種類及び

燃料要素の種類の追加 

平成 19年 5月 25日 18諸文科科第 640号 照射用実験装置の追加、原子炉出

力制御方式の追加及び炉心温度の

低温化 

平成 24年 3月 30日 23受文科科第 5939号 敷地形状の一部変更 

令和 2年 4月 22日 － 保安のための業務に係る品質管理

に必要な体制の整備に関する書類

届出 

令和 5年 7月 26日 原規規発第 2307265号 新規制基準に適合するための変更

及び固体廃棄物の一時保管場所を

保管廃棄施設とするための変更 
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変更の内容 
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2. 使用の目的 

（1）2. 使用の目的 の記述において、 

1）「高速増殖炉の開発。」を 

「高速増殖炉の開発、一般研究、材料照射、放射性同位元素の生産。」に変更する。 

 

5. 原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備 

（1）5. 原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備 の記述において、 

1）ハ．原子炉本体の構造及び設備 の第１表を別添１のとおりに、 

2）ヌ．その他試験研究用等原子炉の附属施設の構造及び設備 の記述を別添２のとおりに 

変更する。 

 

 



別紙３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更に伴う工事計画 
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別添１ 

 

 

燃
料
集
合
体

最
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数

備
考
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燃
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集
合
体
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体

　
　
内
側
燃
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別添２ 

 

ヌ．その他試験研究用等原子炉の附属施設の構造及び設備 

（１）非常用電源設備の構造 

原子炉施設には、外部電源が喪失した場合において、重要安全施設がその機能を維

持するために必要となる電力を当該重要安全施設に供給し、また、計測制御系統、安全

保護回路、原子炉停止系統、原子炉冷却系統等の機能とあいまって、燃料の許容設計限

界を超えないよう、炉心からの核分裂生成物の崩壊熱を除去できるとともに、停止後、

一定時間、炉心の強制冷却を必要とする場合にあっては、崩壊熱を除去する設備に電

源を供給するための非常用電源設備として、ディーゼル発電機及び蓄電池並びに電力

供給設備（非常用母線切替回路及びケーブル等）を設ける。 

非常用電源設備及びその附属設備は、多重性又は多様性並びに独立性を確保し、そ

の系統を構成する機械又は器具の単一故障が発生した場合であっても、運転時の異常

な過渡変化時又は設計基準事故時において工学的安全施設及び設計基準事故に対処す

るための設備がその機能を確保するために十分な容量を有するものとする。 

さらに、外部電源に直接接続している変圧器の一次側において 3 相のうちの 1 相の

電路の開放が生じた場合にあっては、不足電圧継電器の作動による警報の発報に期待

するとともに、当該警報の発生や付随する複数の機器の過負荷トリップを確認した場

合には、運転員は中央制御室にて、変圧器の一次側の電流を確認し、その結果、外部電

源の異常と判断した場合には、手動により原子炉を停止するとともに、外部電源を切

り離し、ディーゼル発電機を起動することで、必要な電力を確保するものとする。 

蓄電池については、全交流動力電源喪失（外部電源喪失及び非常用ディーゼル電源

系喪失）時に原子炉を安全に停止し、又はパラメータを監視する設備の動作に必要な

容量を有するものとする。 

 

（ⅰ）ディーゼル発電機 

容量 約 2,500kVA 

基数 2 基 

主な負荷 １次補助冷却系及び２次補助冷却系 

 格納容器雰囲気調整系 

 補機冷却設備 

（ⅱ）蓄電池 

組数 4 組 

主な負荷 原子炉保護系 

 １次主冷却系（１次主循環ポンプポニーモータ） 

 中央制御室制御盤 

（２）主要な実験設備の構造 

実験設備及び利用設備（以下「実験設備等」という。）は、計測線付実験装置、照射

用実験装置及びＲＩ生産用実験装置から構成する。実験設備等は、実験設備等の損傷
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その他の実験設備等の異常が発生した場合においても、原子炉の安全性を損なうおそ

れがないように、かつ、実験物の移動又は状態の変化が生じた場合においても、運転中

の原子炉に反応度が異常に投入されないように、また、放射線又は放射性物質の著し

い漏えいのおそれがないように設計する。 

（ⅰ）計測線付実験装置 

計測線付実験装置は、上部構造、案内管及び試料部から構成する。計測線付実験装

置の案内管及び試料部は、炉心の核熱特性に影響を与えない範囲で、炉心内の任意の

位置に装荷する。また、計測線付実験装置は、試料部等に検出器を取り付け、計測線

を、上部構造を通じて原子炉容器外に取り出すことで、照射中の温度等をオンライン

で測定できるものとし、原子炉施設の健全性を確保するために当該実験装置の動作

状況、異常の発生状況、周辺の環境の状況その他の原子炉の安全上必要なパラメータ

を有する場合には、これらを中央制御室に表示できるものとする。なお、計測線付実

験装置は、試験目的に応じ、原子炉運転中に試料部を案内管内で可動できる構造とす

る。試料部を可動するための設備は、中央制御室と相互に連絡することができる場所

に設置するものとする。 

（ⅱ）照射用実験装置 

照射用実験装置の照射物には、燃料体に該当しない核燃料物質（プルトニウム、ウ

ラン又はトリウムの単体又は混合物の化合物又は金属）、マイナーアクチニド、核分

裂生成物、高速炉用材料等（これらの混合物を含む。）を使用する。 

照射用実験装置は、本体設備と必要に応じてスペクトル調整設備で構成される。本

体設備は、ステンレス鋼の六角形のラッパ管、エントランスノズル及びハンドリング

ヘッドから構成し、照射試料をラッパ管に内包した構造を有する。照射試料は、照射

物をステンレス鋼の照射試料キャプセルに密封した構造を有する。スペクトル調整

設備は、ステンレス鋼の六角形のラッパ管、エントランスノズル及びハンドリングヘ

ッドから構成し、ベリリウム若しくは水素含有金属等をラッパ管に内包した構造を

有する。 

本体設備は、炉心の核熱特性に影響を与えない範囲で、炉心内の任意の位置に装荷

する。スペクトル調整設備は、照射試験の目的に応じて、照射位置における中性子ス

ペクトルを調整するため、炉心の核熱特性に影響を与えない範囲で、本体設備の周囲

に装荷する（炉心燃料領域を除く。）。 

炉心燃料領域に装荷した照射用実験装置の個数は、照射燃料集合体及びＲＩ生産

用実験装置との合計で 4 体以下とする。また、半径方向反射体領域若しくは半径方

向遮へい集合体領域に装荷した照射用実験装置（スペクトル調整設備を除く。）の個

数は 6 体以下とする。 

照射用実験装置（本体設備）1 体当たりの最大発熱量は 140kW とする。 

核燃料物質を装填する場合は、照射用実験装置 1 体当たりの核分裂性物質量は、

炉心燃料集合体（内側）1 体当たりの核分裂性物質量の 15％を超えないものとする。 

（ⅲ）ＲＩ生産用実験装置 
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ＲＩ生産用実験装置の照射物には、放射性同位元素又は放射性同位元素の原材料

を使用する。 

ＲＩ生産用実験装置は、ＲＩ生産用キャプセル、ステンレス鋼の六角形のラッパ管、

エントランスノズル、ハンドリングヘッド等から構成し、照射試料をラッパ管に内包し

た構造を有する。 

照射試料は、照射物をステンレス鋼のＲＩ生産用キャプセルに密封した構造を有

する。ＲＩ生産用キャプセルにはＩ型ＲＩ生産用キャプセルがある。Ｉ型ＲＩ生産用

キャプセルの照射物にはラジウム－２２６を使用する。 

ＲＩ生産用実験装置は、炉心の核熱特性に影響を与えない範囲で、炉心燃料領域の

任意の位置に装荷する。 

炉心燃料領域に装荷したＲＩ生産用実験装置の個数は、照射燃料集合体及び照射

用実験装置との合計で 4 体以下とする。 

（３）その他の主要な事項 

（ⅰ）常用電源 

原子炉施設は、大洗研究所（南地区）南受電所から 66kV 配電線 1 回線で商用電源

（外部電源）を受電する。 

（ⅱ）多量の放射性物質等を放出する事故の拡大の防止のための資機材 

原子炉施設は、多量の放射性物質等を放出するおそれのある事故が発生した場合

において、当該事故の拡大を防止するために必要な措置を講じたものとする。 

「燃料体の損傷が想定される事故」においては、炉心の著しい損傷に至る可能性が

あると想定する事故について、炉心の著しい損傷を防止するための措置を講じると

ともに、炉心の著しい損傷の可能性が生じる場合に、その拡大を防止し、あるいは施

設からの多量の放射性物質等の放出を防止するための措置を講じることを基本方針

とする。 

「使用済燃料貯蔵設備の冷却機能が失われ、使用済燃料の損傷が想定される事故」

においては、使用済燃料貯蔵設備の冷却機能を喪失する事故について、使用済燃料の

損傷を防止するための措置を講じることを基本方針とする。 

また、上記の事故を上回る事象として、大規模な自然災害又は故意による大型航空

機の衝突その他のテロリズム等により、炉心の著しい損傷及び格納容器の破損並び

に大規模ナトリウム火災に至ることを仮想的に想定し、事業所外への放射性物質の

放出抑制措置を講じることを基本方針とする。 

原子炉施設には、プラント状態に応じて、措置に使用する資機材をあらかじめ整備

する。以下の資機材は、「燃料体の損傷が想定される事故」及び「使用済燃料貯蔵設

備の冷却機能が失われ、使用済燃料の損傷が想定される事故」が発生し、措置が必要

な場合にその機能を十分に発揮できるよう、信頼性を確保した設計とする。 

a.「燃料体の損傷が想定される事故」に係る資機材 

炉心の著しい損傷を防止するための措置、及び炉心の著しい損傷の可能性が生

じる場合に、その拡大を防止し、あるいは施設からの多量の放射性物質等の放出を

防止するための措置に用いる資機材を以下に示す。 



別添 2－4 

 

制御棒及び制御棒駆動系 

後備炉停止制御棒及び後備炉停止制御棒駆動系 

制御棒連続引抜き阻止インターロック 

原子炉保護系（スクラム）（手動スクラムを含む。） 

原子炉保護系（アイソレーション） 

後備炉停止系用論理回路 

原子炉冷却材バウンダリ 

冷却材バウンダリ 

原子炉容器リークジャケット 

原子炉カバーガス等のバウンダリ（安全板を含む。） 

格納容器バウンダリ 

１次主冷却系サイフォンブレーク配管 

１次補助冷却系サイフォンブレーク止弁 

非常用冷却設備及び補助冷却設備 

安全容器（コンクリート遮へい体冷却系を含む。） 

断熱材、ヒートシンク材及びライナ 

関連する核計装 

関連するプロセス計装 

遅発中性子法燃料破損検出設備 

仮設電源設備（燃料油運搬設備を含む。） 

仮設計器 

b.「使用済燃料貯蔵設備の冷却機能が失われ、使用済燃料の損傷が想定される事故」

に係る資機材 

使用済燃料貯蔵設備の冷却機能を喪失した場合に、使用済燃料の損傷を防止する

ための措置に用いる資機材を以下に示す。 

可搬式ポンプ及びホース 

水冷却池 

水冷却浄化設備サイフォンブレーカー 

c.「大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズム等によ

り、炉心の著しい損傷及び格納容器の破損並びに大規模ナトリウム火災に至る想

定」に係る資機材 

大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズム等によ

り、炉心の著しい損傷及び格納容器の破損並びに大規模ナトリウム火災に至る想

定において、事業所外への放射性物質の放出を抑制するための措置に用いる資機

材を以下に示す。 

仮設カバーシート 

仮設放水設備 

泡消火設備 

特殊化学消火剤 
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乾燥砂消火剤 

消火剤遠隔散布設備 

仮設不活性ガス送気設備 

仮設給電設備 

移動式揚重設備 

資機材運搬車両 

防護機材 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付書類 
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本変更に係る大洗研究所（南地区）の原子炉設置変更許可申請書の高速実験炉原子炉施設に関する

添付書類は、以下のとおりである。 

 

 添付書類１ 変更後における試験研究用等原子炉の使用の目的に関する説明書 

 別添１に示すとおり。 

 

 添付書類２ 変更後における試験研究用等原子炉の熱出力に関する説明書 

 令和５年７月２６日付け原規規発第 2307265号をもって設置変更許可を受けた大

洗研究所（南地区）の原子炉設置変更許可申請書の添付書類２の記載内容と同じ。 

 

 添付書類３ 変更の工事に要する資金の額及び調達計画を記載した書類 

 別添２に示すとおり。 

 

 添付書類４ 変更後における試験研究用等原子炉の運転に要する核燃料物質の取得計画を記載し

た書類 

 令和５年７月２６日付け原規規発第 2307265号をもって設置変更許可を受けた大

洗研究所（南地区）の原子炉設置変更許可申請書の添付書類４の記載内容と同じ。 

 

 添付書類５ 変更に係る試験研究用等原子炉施設の設置及び運転に関する技術的能力に関する説

明書 

 別添３に示すとおり。 

 

 添付書類６ 変更に係る試験研究用等原子炉施設の場所に関する気象、地盤、水理、地震、社会

環境等の状況に関する説明書 

 別添４に示すとおり。別添４に示す記載内容以外は、令和５年７月２６日付け原

規規発第 2307265号をもって設置変更許可を受けた大洗研究所（南地区）の原子炉

設置変更許可申請書の添付書類６の記載内容と同じ。 

 

 添付書類７ 変更に係る試験研究用等原子炉又はその主要な附属施設の設置の地点から二十キロ

メートル以内の地域を含む縮尺二十万分の一の地図及び五キロメートル以内の地域を

含む縮尺五万分の一の地図 

 令和５年７月２６日付け原規規発第 2307265号をもって設置変更許可を受けた大

洗研究所（南地区）の原子炉設置変更許可申請書の添付書類７の記載内容と同じ。 

 

 添付書類８ 変更後における試験研究用等原子炉施設の安全設計に関する説明書 

 別添５に示すとおり。別添５に示す記載内容以外は、令和５年７月２６日付け原

規規発第 2307265号をもって設置変更許可を受けた大洗研究所（南地区）の原子炉

設置変更許可申請書の添付書類８の記載内容と同じ。 
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 添付書類９ 変更後における核燃料物質等による放射線の被ばく管理及び放射性廃棄物の廃棄に

関する説明書 

 令和５年７月２６日付け原規規発第 2307265号をもって設置変更許可を受けた大

洗研究所（南地区）の原子炉設置変更許可申請書の添付書類９の記載内容と同じ。 

 

 添付書類 10 変更後における試験研究用等原子炉の操作上の過失、機械又は装置の故障、地震、

火災等があった場合に発生すると想定される試験研究用等原子炉の事故の種類、程

度、影響等に関する説明書 

 別添６に示すとおり。別添６に示す記載内容以外は、令和５年７月２６日付け原

規規発第 2307265号をもって設置変更許可を受けた大洗研究所（南地区）の原子炉

設置変更許可申請書の添付書類 10の記載内容と同じ。 

 

 添付書類 11 変更後における試験研究用等原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要

な体制の整備に関する説明書 

 令和５年７月２６日付け原規規発第 2307265号をもって設置変更許可を受けた大

洗研究所（南地区）の原子炉設置変更許可申請書の添付書類 11の記載内容と同じ。 

 

 



別添１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付書類１ 

 

変更後における試験研究用等原子炉の使用の目的に関する説明書 
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高速実験炉は、わが国の高速増殖炉開発、一般研究、材料照射及び放射性同位元素の生産のために

使用するものである。 

 

1. 設置理由 

高速増殖炉は、ウラン資源を極めて有効に活用し得る次代の原子炉として、先進諸国においては

早くから開発が進められている。 

わが国の高速炉の開発においては、高速炉物理、ナトリウム技術、高速炉燃料技術等の分野にお

ける関連技術を総合的に経験し、それぞれの問題点を解決しつつ開発を進めることが必要である。 

本高速実験炉はその設計、建設及び運転を通じて、高速原型炉あるいは更に実用炉の建設に必要

な技術的経験を得ると共に、定常的な運転開始後は燃料材料などの照射用施設として利用するこ

とを目的として建設する。 

このため昭和４４年度着工、昭和５２年度臨界を目標として本高速実験炉を設置する。 

また、本高速実験炉を照射用施設として活用するため、昭和５５年度頃に照射用炉心への改造を

行う。 

 

2. 運用計画 

高速実験炉は、臨界後は各種の炉特性試験を実施して、今後の高速炉開発に役立てると共に、定

常的な運転開始後はわが国の高速炉開発に資するため、主として燃料材料の開発用照射施設とし

て使用する。また、原子力科学技術の発展並びに放射線に係る医学及び産業に資するため、放射性

同位元素の生産その他研究開発に供する照射施設としても使用する。 
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添付書類３ 

 

変更の工事に要する資金の額及び調達計画を記載した書類 
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今回申請の変更の工事に要する資金の額及び調達計画は、次のとおりである。 

 

1. 変更の工事に要する資金の額 

 

（単位：百万円） 

 総 額 

ＲＩ生産用実験装置の追加＊ 約 60 

＊ 照射試料の工事に要する資金を除く。 

 

 

2. 変更の工事に要する資金の調達計画 

変更の工事に要する資金は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の運営費交付金等の財

源をもって充当する計画である。 
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添付書類５ 

 

変更に係る試験研究用等原子炉施設の設置及び運転に関する技術的能力に関する説明書 
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1. 設計及び工事のための組織 

令和 5年 10月 1日現在の大洗研究所（南地区）原子炉施設の管理組織を第 1図に示す。 

理事長は、「国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所（南地区）原子炉施設保安規

定」（以下「原子炉施設保安規定」という。）に基づき、原子炉施設に関する保安活動を総理する。 

安全・核セキュリティ統括本部長は、理事長を補佐し、安全管理部長が行う本部としての指導、

支援活動及び機構内の総合調整を統理する。また、保安上必要な場合は、理事長への意見具申及び

理事長指示に基づく必要な措置を講ずる。 

安全管理部長は、大洗研究所の原子炉施設における品質マネジメント活動に関して行う指導、支

援及び機構内の総合調整の業務、本部の品質マネジメント活動に係る業務並びに中央安全審査・品

質保証委員会の庶務に関する業務を行う。 

大洗研究所担当理事は、理事長を補佐し、大洗研究所における原子炉施設に関する保安活動を統

理する。 

大洗研究所長（以下「所長」という。）は、大洗研究所における原子炉施設に関する保安活動を

統括する。 

原子力施設検査室長は、独立検査組織の検査責任者として、事業者検査に関する業務を行う。 

高速炉サイクル研究開発センター長は、所長が行う高速炉サイクル研究開発センターにおける

原子炉施設に関する保安活動の統括に係る業務を補佐するとともに、高速炉サイクル研究開発セ

ンターにおける原子炉施設の年間運転計画及び運転計画に係る業務を統括する。 

大洗研究所の原子炉施設等安全審査委員会では、所長の諮問に基づき設計及び工事に対する安

全性の評価、設計内容の妥当性、原子炉施設の保安に関する基本的事項等を審議する。 

中央安全審査・品質保証委員会では、理事長の諮問に基づき原子炉の設置許可及びその変更に関

する重要事項、原子炉施設の運転等に伴う安全に関する基本的事項、品質マネジメント活動の基本

事項等を審議する。 

本変更に係る設計及び工事の主な業務は、高速実験炉部において実施する。炉心への影響評価の

業務は高速炉技術課が、ＲＩ生産用実験装置の設計及び製作の業務は高速炉照射課が担当する。高

速実験炉部長はそれらを取りまとめる。 

高速実験炉部長は、高速炉技術課長、高速炉第１課長、高速炉第２課長及び高速炉照射課長が行

う業務を統括する。 

放射線管理部長は、環境監視線量計測課長及び放射線管理第１課長が行う業務を統括する。 

保安管理部長は、安全対策課長、施設安全課長、危機管理課長及び核物質管理課長が行う保安活

動を統括する。 

契約部長は、本部における原子炉施設の保安に係る調達業務を行う。 

管理部長は、調達課長が行う大洗研究所における原子炉施設の保安に係る調達業務を統括する。 

 

2. 設計及び工事に係る技術者の確保 

（１）技術者の数 

令和 5 年 10 月 1 日現在における高速実験炉部の技術者の数は 72 名であり、このうち 20 年

以上の経験年数を有する管理職は 26 名おり、10 年以上の経験年数を有する技術者は 43 名在

籍している。 
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（２）有資格者数 

令和 5 年 10 月 1 日現在における高速実験炉部の技術者のうち原子炉主任技術者の有資格者

は 4 名、放射線取扱主任者（第 1 種）の有資格者は 20 名、核燃料取扱主任者の有資格者は 6

名、技術士（原子力・放射線部門）の有資格者は 6名であり、今後とも各種資格取得を奨励す

る。高速実験炉部並びに大洗研究所（北地区）及び同所（南地区）の原子力関係在籍技術者の

うち有資格者数を第 1表に示す。 

 

3. 設計及び工事の経験 

日本原子力研究所と核燃料サイクル開発機構が解散し、平成 17 年 10 月 1 日に独立行政法人日

本原子力研究開発機構（平成 27年 4月 1 日に国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に名称変

更）が新たに発足した。国立研究開発法人日本原子力研究開発機構は、旧日本原子力研究所及び旧

核燃料サイクル開発機構が長年にわたって蓄積してきた原子炉施設等の建設経験並びに多くの運

転及び保守経験の技術的能力を有している。 

大洗研究所（南地区）は、高速実験炉原子炉施設の設計・建設の経験と 40 年以上に及ぶ運転及

び保守経験を有している。高速実験炉原子炉施設は、昭和 45 年の原子炉設置変更許可を受けて建

設工事を開始し、昭和 50～51年の総合機能試験の後、昭和 52年 4月 24日にＭＫ－Ⅰ炉心として

の初臨界を達成した。引き続き、各種の性能試験、特性試験等を実施しつつ 50MW、75MW と段階的

に出力を上げ、この間に高速増殖炉の基本的特性等に関する種々の技術的経験及び知見を得た。 

その後、昭和 57 年にはＭＫ－Ⅰ炉心からＭＫ－Ⅱ炉心への変更を行い、昭和 58 年 3 月に出力

100MW を達成した。昭和 58 年 8 月からはＭＫ－Ⅱ炉心としての本格運転を開始した。以来今日ま

で高速炉用燃料・材料の開発に係る各種の照射試験等を実施してきている。 

さらに、平成 7年には、照射性能の向上を目指して、炉心の高中性子束化を図るため、ＭＫ－Ⅱ

炉心に対し燃料仕様の変更、燃料集合体装荷個数の増加等を行ったＭＫ－Ⅲ炉心への変更を行い、

平成 15 年 10 月に出力 140MW を達成した。平成 16 年 5 月からはＭＫ-Ⅲ炉心としての本格運転を

開始した。 

以上より、本変更に係る設計及び工事並びに運転及び保守を行うための経験を十分有している。 

 

4. 設計及び工事に係る品質マネジメント活動 

（１）品質マネジメント計画の策定及び品質マネジメント活動の実施 

原子炉施設の安全性及び信頼性の確保を最優先に位置付け、「原子力施設の保安のための業

務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則」に適合するように要求事項を定めた「大

洗研究所原子炉施設等品質マネジメント計画書」（以下「品質マネジメント計画書」という。）

及び原子炉施設保安規定の品質マネジメント計画に基づき、原子炉施設の安全を達成し、維持・

向上を図ることを目的に原子炉施設の保安活動に係る品質マネジメントシステム（安全文化を

育成及び維持するための活動を含む。）を確立し、実施し、評価確認し、継続的に改善する。 

品質マネジメントシステムに関する文書については、「原子力安全のためのマネジメントシ

ステム規程」（JEAC4111）等も参考に、品質マネジメント計画書に定める文書体系の下に作成

し、管理する。 

（２）品質マネジメント体制及び役割分担 
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第 1図に示す管理組織により、理事長をトップマネジメントとした品質マネジメント体制の

下、以下のように品質マネジメント活動を実施する。 

理事長は、高速実験炉原子炉施設の品質マネジメント活動のトップマネジメントとして、品

質マネジメント計画書に基づき責任及び権限を明確にして体系的な活動を実施する。また、品

質マネジメントシステムの有効性と改善の必要性を評価するマネジメントレビューを実施し

て品質マネジメント活動を継続的に改善する。 

管理責任者は、品質マネジメント活動に必要なプロセスの確立、実施及び維持、品質マネジ

メント活動の実施状況及び改善の必要性の有無についての理事長への報告、原子力の安全確保

に対する認識の高揚を図るための組織全体にわたる安全文化の育成及び維持並びに関係法令

の遵守に係る領域における責任及び権限をもつ。なお、本部（監査プロセスを除く。）において

は安全・核セキュリティ統括本部長、大洗研究所においては大洗研究所担当理事、監査プロセ

スにおいては統括監査の職を管理責任者とする。 

中央安全審査・品質保証委員会は、原子炉の設置許可及びその変更に関する重要事項、品質

マネジメント活動の基本事項等を審議する。 

大洗研究所担当理事は、理事長を補佐し、大洗研究所における原子炉施設に関する保安活動

を統理する。 

所長は、大洗研究所における高速実験炉原子炉施設に関する保安活動を統括する。 

原子炉施設等安全審査委員会は、高速実験炉原子炉施設の安全性等に関する事項を審議する。 

品質保証推進委員会は、品質マネジメント活動に関する事項を審議する。 

高速炉サイクル研究開発センター長は、所長が行う高速炉サイクル研究開発センターにおけ

る高速実験炉原子炉施設に関する保安活動の統括に係る業務を補佐する。 

部長及び課長は、責任者として、それぞれ所掌する業務に関してプロセスの確立、実施及び

有効性の継続的改善を行う。また、業務に従事する要員の高速実験炉原子炉施設に対する要求

事項についての認識を深めさせるとともに、成果を含む実施状況について評価する。さらに、

原子力の安全のためのリーダーシップを発揮し、健全な安全文化を育成し、維持する取組を促

進するとともに、関係法令を遵守する。 

また、各部長はそれぞれの部署において品質マネジメント活動に関する委員会を設置し、品

質マネジメント活動の推進及び評価・改善に関する事項を審議させ、これらの審議事項は適宜

業務に反映する。 

原子力施設検査室長は、保安活動の重要度に応じて、使用前事業者検査等の中立性及び信頼

性が損なわれないよう検査する要員の独立性を確保する。  

 

5. 運転及び保守のための組織 

運転及び保守のための組織における、理事長、安全・核セキュリティ統括本部長、安全管理部長、

契約部長、大洗研究所担当理事、所長、原子力施設検査室長、高速炉サイクル研究開発センター長、

管理部長、原子炉施設等安全審査委員会及び中央安全審査・品質保証委員会の役割は「1. 設計及

び工事のための組織」において示したとおりである。 

高速実験炉部長は、運転及び保守等を的確に遂行するため、施設管理統括者として保安活動の統

括を行う。高速実験炉部長は、高速実験炉原子炉施設に係る運転管理等の各業務責任を明確にする
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ものとし、高速炉技術課長、高速炉第１課長、高速炉第２課長及び高速炉照射課長が行う業務を統

括する。高速炉技術課長は、運転計画の作成に関する業務等を行う。高速炉第１課長は、運転に関

する業務等を行う。高速炉第２課長は、保守に関する業務等を行う。高速炉照射課長は、照射計画

の作成に関する業務等を行う。 

保安管理部長は、安全対策課長、施設安全課長、危機管理課長及び核物質管理課長が行う保安活

動を統括する。 

放射線管理部長は、環境監視線量計測課長及び放射線管理第１課長が行う保安活動を統括する。 

環境保全部長は、環境技術課長が行う保安活動を統括する。 

非常事態が発生した場合には、原子炉施設保安規定及び原子力事業者防災業務計画に基づき、所

長は、現地対策本部を設置する。現地対策本部の本部長には、所長をもってあてる。現地対策本部

は、人命の救助、避難、非常事態の原因除去、拡大防止等（周辺監視区域内の見学者等に対する避

難指示等を含む。）に関する防護活動を行う。 

 

6. 運転及び保守に係る技術者の確保 

「2. 設計及び工事に係る技術者の確保」に示した現有の技術者をもって確保している。 

なお、大洗研究所の他部署や他事業所と、専門知識及び技術・技能を有する技術者の人材交流を

図る他、新規採用者及び異動者にあっては、各種資格取得の奨励を始め、専門知識及び技術・技能

を有する技術者への育成を図り、今後も設計及び工事並びに運転及び保守を行うために必要とな

る専門知識及び技術・技能を有する技術者の確保に努める。 

 

7. 運転及び保守の経験 

「3. 設計及び工事の経験」に示したとおりで、十分な経験がある。 

 

8. 運転及び保守に係る品質マネジメント活動の確立と実施 

（１）品質マネジメント計画の策定及び品質マネジメント活動の実施 

「4. 設計及び工事に係る品質マネジメント活動（１）品質マネジメント計画の策定及び品

質マネジメント活動の実施」に示したとおりである。 

（２）品質マネジメント体制及び役割分担 

「4. 設計及び工事に係る品質マネジメント活動（２）品質マネジメント体制及び役割分担」

に示したとおりである。 

 

9. 技術者に対する教育・訓練 

高速実験炉原子炉施設における災害の発生を未然に防止し、一般公衆の被ばくを合理的に達成

可能な限り低い水準に保つため、高速実験炉原子炉施設に係る設計及び工事を行う者並びに運転

及び保守を行う者に対し、関係法令及び保安規定の遵守に関する教育、非常の場合に講ずべき処置

に関する教育等の保安教育、他の原子力施設における事故トラブル事例の周知など安全意識の向

上に関する教育、技術者として素養を高めるために必要な教育並びに消火訓練を含めたナトリウ

ム取扱訓練を行う。加えて、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構原子力人材育成センター等

においても教育・訓練を行う。 
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高速実験炉原子炉施設に係る教育・訓練については、今後も継続して行っていく。さらに、保安

活動や意識向上のための啓発活動等を通じて、安全文化の育成及び維持を図っていく。 

なお、長期停止中にあっても、シミュレータ等を用いた運転員の訓練、高速実験炉原子炉施設に

おける事故トラブル経験の技術者への教育等を継続し、設計及び工事並びに運転及び保守に係る

経験を適切に維持、伝承し、運転に必要な技術的能力を維持、管理する。 

 

10. 有資格者の選任・配置 

大洗研究所（南地区）では、法令等に基づき、高速実験炉原子炉施設に原子炉主任技術者を配置

している。また、原子炉主任技術者が不在時においても職務に支障がないように、原子炉主任技術

者の免状を有する技術者から代行者を 1名配置している。 
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第 1表 有資格者数（令和 5年 10月 1日現在） 

 有資格者数（人） 

高速実験炉部 
大洗研究所（北地区） 

及び同所（南地区） 

原子炉主任技術者 4 11 

放射線取扱主任者（第 1種） 20 113 

核燃料取扱主任者 6 23 

技術士（原子力・放射線部門） 6 10 
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第 1図 大洗研究所（南地区）原子炉施設の管理組織（令和 5年 10月 1日現在） 
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添付書類６ 

 

変更に係る試験研究用等原子炉施設の場所に関する 

気象、地盤、水理、地震、社会環境等の状況に関する説明書 
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令和５年７月２６日付け原規規発第 2307265 号をもって設置変更許可を受けた大洗研究所（南

地区）原子炉設置変更許可申請書（高速実験炉原子炉施設の変更）の添付書類６の記述の変更

は、次のとおりである。 

 

 

（1）8. 火山 を添付４－１のとおりに変更する。 
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添付４－１ 

 

8. 火山 

 

8.1 検討の基本方針  

 自然現象に対する設計上の考慮として、想定される自然現象が発生した場合においても安全

機能を損なわないことを確認するため、原子炉施設の運用期間における火山影響評価を実施す

る。 

 初めに立地評価として施設に影響を及ぼし得る火山の抽出を行い、抽出された火山を対象に

設計対応不可能な火山事象が原子炉施設の運用期間中に影響を及ぼす可能性について評価を行

う。次に影響評価として、原子炉施設の安全性に影響を与える可能性のある火山事象について

評価を行う。 

 

8.2 施設に影響を及ぼし得る火山の抽出  

8.2.1 地理的領域内の第四紀火山  

 敷地の地理的領域（半径 160kmの範囲）に対して、「日本の火山（第 3版）」（中野他

（2013）(1)）、「第四紀火山岩体・貫入岩体データベース Ver.1.00」（西来他（2016）

(2)）、「海域火山データベース」（海上保安庁海洋情報部（2013）(3)）、「日本活火山総

覧（第 4 版）」（気象庁編（2013）(4)）及び「日本の第四紀火山カタログ」（第四紀火山

カタログ委員会編（1999）(5)）を参照して 31の第四紀火山（第 8.2.1図）を抽出した。 

 

8.2.2 完新世に活動を行った火山 

 第四紀火山のうち完新世に活動を行った火山は、高原山、那須岳、男体・女峰火山群、

日光白根火山群、赤城山、燧ヶ岳、安達太良山、磐梯山、榛名山及び沼沢であり、これら

の 10 火山を完新世に活動を行った火山として抽出した。各火山の形式、活動年代及び最

後の活動からの経過期間等を第 8.2.1表に示す。 

 

8.2.2.1 高原山 

 高原山は、栃木県日光市北部に位置する第四紀火山であり、成層火山と溶岩ドーム

で構成される。敷地からの距離は約 98kmである。活動年代は、約 30万年前～約 6500

年前とされている（西来他（2016）(2)）。高原山の活動履歴については鈴木（1993）

(6)、井上他（1994）(7)、奥野他（1997）(8)、山元（2012）(9)、弦巻（2012）(10)、山元

（2013a）(11)及び中野他（2013）(1)を参照した。 

 高原山は、井上他（1994）(7)等によれば第３期から第７期に区分され、奥野他

（1997）(8)等によれば約 6500年前には（マグマ）水蒸気噴火が発生したとされる。 

 完新世に活動を行った火山であり、施設に影響を及ぼし得る火山として抽出した。 

 

8.2.2.2 那須岳 

 那須岳は、栃木県・福島県境付近に位置する第四紀火山であり、成層火山で構成さ
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れる。敷地からの距離は約 108km である。活動年代は、約 50 万年前以降で、最新噴

火は 1963 年とされている（西来他（2016）(2)）。那須岳の活動履歴の評価に当たっ

ては鈴木（1992）(12)、伴・高岡（1995）(13)、山元（1997）(14)、山元（2012）(9)、中

野他（2013）(1)、気象庁編（2013）(4)及び産業技術総合研究所地質調査総合センター

編（2014）(15)を参照した。 

 那須岳は、南月山、茶臼岳、朝日岳、三本槍岳、甲子旭岳、二岐山の成層火山の集

合体である（伴・高岡（1995）(13)）。最新活動期の茶臼岳は、山元（2012）(9)、山

元（1997）(14)等によれば約 1.9 万年前以降に活動し、1963 年には水蒸気噴火が発生

したとされる。 

 完新世に活動を行った火山であり、施設に影響を及ぼし得る火山として抽出した。 

 

8.2.2.3 男体・女峰火山群 

 男体・女峰火山群は、栃木県日光市に位置する第四紀火山であり、成層火山と溶岩

ドームで構成される。敷地からの距離は約 110km である。活動年代は、約 90 万年前

以降で、最新の噴火は約 3300 年前（三岳）とされている（草野他（2022）(16)）。男

体・女峰火山群の活動履歴の評価に当たっては村本（1992）(17)、鈴木他（1994）(18)、

佐々木（1994）(19)、第四紀火山カタログ委員会編（1999）(5)、山元（2013a）(11)、中

野他（2013）(1)、石崎他（2014）(20)及び草野他（2022）(16)を参照した。 

 男体・女峰火山群は、女峰赤薙火山、日光溶岩ドーム群、男体火山、三岳により構

成され、最新活動期である男体火山は 2.4 万年前から活動し（山元（2013a）(11)）、

7 千年前にはマグマ水蒸気噴火が発生したとされる。また、三岳は完新世に活動を行

った溶岩ドームであるとされる（草野他（2022）(16)）。 

 完新世に活動を行った火山であり、施設に影響を及ぼし得る火山として抽出した。 

 

8.2.2.4 日光白根火山群 

 日光白根火山群は、栃木県・群馬県境に位置する第四紀火山であり、溶岩流、小型

楯状火山及び溶岩ドームで構成される。敷地からの距離は約 120km である。活動年代

は約 2 万年前以降で、最新噴火は 1890 年とされている（中野他（2013）(1)）。日光

白根火山群の活動履歴の評価に当たっては草野他（2022）(16)、第四紀火山カタログ

委員会編（1999）(5)、中野他（2013）(1)を参照した。 

 日光白根火山群は、日光白根溶岩ドームや座禅山溶岩ドーム等からなる狭義の日光

白根火山と、それより古い時代の金精火山や螢塚西火山で構成される。約 2 万年前頃

には活動を開始したとされ、有史時代以降は、降下火砕物を伴う噴火が発生している

（中野他（2013）(1)及び草野他（2022）(16)）。 

 完新世に活動を行った火山であり、施設に影響を及ぼし得る火山として抽出した。 

 

8.2.2.5 赤城山 

 赤城山は、群馬県前橋市北部に位置する第四紀火山であり、複成火山－カルデラ、

溶岩ドームで構成される。敷地からの距離は約 126km である。活動年代については、
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30 万年前より古くから活動し、最新噴火は 1251 年とされている（西来他（2016）

(2)）。赤城山の活動履歴の評価に当たっては大森編（1986）(21)、鈴木（1990）(22)、

富田他（1994）(23)、宇井編（1997）(24)、青木他（2008）(25)、高橋他（2012）(26)、及

川（2012）(27)、山元（2014a）(28)、山元（2014b）(29)、山元（2016）(30)、気象庁編

（2013）(4)及び産業技術総合研究所地質調査総合センター編（2014）(15)を参照した。 

 赤城山の活動は中央火口丘形成期、新期成層火山形成期、古期成層火山形成期に分

けられる。最新活動期の中央火口丘形成期は 4.4 万年前に開始され、最新の噴火は

1251 年噴火であり、この噴火による降下火砕物が確認されている（山元（2014a）(28)、

青木他（2008）(25)、及川（2012）(27)、峰岸（2003）(31)）。一方で、早川（1999）(32)

によれば、1251 年噴火に対応する堆積物は確認されておらず、1251 年噴火の根拠と

される吾妻鏡の記録は、噴火ではなく山火事の記録である可能性が指摘されている。

しかし及川（2012）(27)、峰岸（2003）(31)では、1251 年の水蒸気噴火による堆積物の

可能性がある火山灰層が認められ、同時期の噴火を記録した別の歴史記録も報告され

ている。 

 完新世に活動を行った火山であり、施設に影響を及ぼし得る火山として抽出した。 

 

8.2.2.6 燧ヶ岳 

 燧ヶ岳は、福島県檜枝岐村に位置する第四紀火山であり、成層火山で構成される。

敷地からの距離は約 136km である。活動年代は約 16 万年前以降で、最新噴火は 1544

年とされている（西来他（2016）(2)）。燧ヶ岳の活動履歴の評価に当たっては早川他

（1997） (33)、山元（1999）(34)、山元（2012）(9)、中野他（2013）(1)、気象庁編

（2013）(4)及び産業技術総合研究所地質調査総合センター編（2014）(15)を参照した。 

 燧ヶ岳は、燧ヶ岳七入テフラ等の噴出から活動を開始したとされ、460 年前には御

池岳溶岩ドームを形成したとされる（山元（2012）(9)、早川他（1997）(33)等）。最

新の噴火は、1544年の水蒸気噴火である。 

 完新世に活動を行った火山であり、施設に影響を及ぼし得る火山として抽出した。 

 

8.2.2.7 安達太良山 

 安達太良山は、福島県郡山市北部に位置する第四紀火山であり、複成火山と溶岩ド

ームで構成される。敷地からの距離は約153kmである。活動年代は約55万年前～1900

年とされている（西来他（2016）(2)）。安達太良山の活動履歴の評価に当たっては第

四紀火山カタログ委員会編（1999）(5)、山元・阪口（2000）(35)、藤縄他（2001）(36)、

藤縄・鎌田（2005）(37)、長谷川他（2011）(38)、中野他（2013）(1)、気象庁編（2013）

(4)及び産業技術総合研究所地質調査総合センター編（2014）(15)を参照した。 

 安達太良山の活動は早期、ステージ 1、ステージ 2、ステージ 3 に区分され、ステ

ージ 1は 55万年前から活動し、最新活動期であるステージ 3は約 25万年前から活動

したとされる（藤縄他（2001）(36)等）。最新の噴火は、1900 年にマグマ水蒸気噴火

が発生した（山元・阪口（2000）(35)等）。 

 完新世に活動を行った火山であり、施設に影響を及ぼし得る火山として抽出した。 
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8.2.2.8 磐梯山 

 磐梯山は、福島県耶麻郡北東部に位置する第四紀火山であり、複成火山である。敷

地からの距離は約 154km である。活動年代は約 70 万年前～1888 年とされている（西

来他（2016）(2)）。磐梯山の活動履歴の評価に当たっては三村（1994）(39)、三村・

中村（1995）(40)、梅田他（1999）(41)、長谷川他（2011）(38)、山元（2012）(9)、中野

他（2013）(1)、気象庁編（2013）(4)及び産業技術総合研究所地質調査総合センター編

（2014）(15)を参照した。 

 磐梯山は先磐梯火山、古磐梯火山、磐梯火山に区分され、約 70 万年前から活動を

開始したとされる（山元（2012）(9)、三村（1994）(39)等）。また、最新活動期であ

る磐梯火山は 8 万年前から活動し、最新の噴火である 1888 年の噴火では、水蒸気噴

火に伴う山体崩壊による岩屑なだれ、火砕サージ等が発生した（長谷川他（2011）

(38)等）。 

 完新世に活動を行った火山であり、施設に影響を及ぼし得る火山として抽出した。 

 

8.2.2.9 榛名山 

 榛名山は、群馬県高崎市に位置する第四紀火山であり、成層火山－カルデラ、溶岩

ドーム及び火砕丘で構成される。敷地からの距離は約 154kmである。活動年代は約 50

万年前以降で、最新噴火は 6世紀中頃とされている（中野他（2013）(1)）。   

 榛名山の活動履歴の評価に当たっては大森編（1986）(21)、Soda（1996）(42)、第四

紀火山カタログ委員会編（1999）(5)、下司（2013）(43)、山元（2013a）(11)、中野他

（2013）(1)、気象庁編（2013）(4)及び産業技術総合研究所地質調査総合センター編

（2014）(15)を参照した。 

 榛名山は古期榛名火山、新期榛名火山に区分される（下司（2013）(43)等）。最新

の噴火では、プリニー式噴火により降下火砕物、火砕流として榛名二ツ岳伊香保テフ

ラが噴出したとされる（山元（2013a）(11)）。 

 完新世に活動を行った火山であり、施設に影響を及ぼし得る火山として抽出した。 

 

8.2.2.10 沼沢 

 沼沢は、福島県金山町に位置する第四紀火山であり、溶岩ドーム、カルデラで構成

される。敷地からの距離は約 157km である。活動年代は約 11 万年前〜約 5400 年前

（西来他（2016）(2)）である。沼沢の活動履歴の評価に当たっては山元（1995）(44)、

山元（2003）(45)、山元（2012）(9)、中野他（2013）(1)を参照した。 

 沼沢は 11 万年前～約 5400 年前に活動し、沼沢芝原テフラ、惣山溶岩ドーム、沼沢

前山溶岩ドーム、沼沢湖テフラ等を噴出したとされる。最新の活動である沼沢湖テフ

ラの噴出に伴ってカルデラが形成された（山元（2003(45)、 2012(9)）等）。 

 完新世に活動を行った火山であり、施設に影響を及ぼし得る火山として抽出した。 

 

8.2.3 完新世に活動を行っていない火山のうち将来の火山活動可能性が否定できない火山 
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 完新世に活動を行っていない 21 の火山のうち、最後の活動終了からの期間が、全活動

期間もしくは過去の最大休止期間より短いとみなされる場合は、将来の活動可能性が否定

できないと判断し、その結果、二岐山、子持山及び笹森山の 3 火山を将来の活動可能性が

否定できない火山として抽出した。各火山の形式、活動年代及び最後の活動からの経過期

間等を第 8.2.1表に示す。 

 

8.2.3.1 二岐山 

 二岐山は、福島県天栄村・下郷町境に位置する第四紀火山であり、複成火山と溶岩

ドームで構成される。敷地からの距離は約 120km である。活動年代は約 16 万年前～

約 5 万年前とされている（中野他（2013）(1)）。二岐山の活動履歴の評価に当たって

は渡部他（2023）(46)及び中野他（2013）(1)を参照した。 

 二岐山は、山体上部の溶岩ドームと、山体下部の溶岩流及び火砕流堆積物から構成

され、また、二岐山羽鳥 1～5 テフラが噴出したとされる。二岐山の活動は溶岩流ス

テージと溶岩ドームステージに区分される(渡部他（2023）(46)及び山元(2012)(9))。 

 全活動期間よりも最後の活動終了からの期間が短い火山であり、施設に影響を及ぼ

し得る火山として抽出した。 

 

8.2.3.2 子持山 

 子持山は、群馬県沼田市・渋川市境に位置する第四紀火山であり、複成火山と溶岩

ドームで構成される。敷地からの距離は約 144km である。活動年代は約 90 万年前〜

約 20 万年前とされている（中野他（2013）(1)）。子持山の活動履歴の評価に当たっ

ては飯塚（1996）(47)及び中野他（2013）(1)を参照した。 

 子持山の活動は、綾戸活動期、前期子持火山活動期、後期子持火山活動期に区分さ

れる。また、綾戸活動期と前期子持火山活動期の間に少なくとも約 30 万年間の休止

期があったとされる（飯塚（1996）(47)及び中野他（2013）(1)）。 

 全活動期間よりも最後の活動終了からの期間が短い火山であり、施設に影響を及ぼ

し得る火山として抽出した。 

 

8.2.3.3 笹森山 

 笹森山は、福島県福島市南西部に位置する第四紀火山であり、複成火山である可能

性がある。敷地からの距離は約 154km である。活動年代は約 370 万年前〜約 180万年

前とされている（西来他（2016）(2)、山元（2015）(48)）。笹森山の活動履歴の評価

に当たっては阪口（1995）(49)、第四紀火山カタログ委員会編（1999）(5)、長橋他

（2004）(50)、中野他（2013）(1)、山元（2015）(48)を参照した。 

 笹森山は笹森山安山岩と蓬莱火砕流からなるとされ、最新の噴火活動は、最末期の

蓬莱火砕流から 1.9Ma～1.8Ma のフィッショントラック年代が報告されている（山元

（2015）(48)）。 

 全活動期間よりも最後の活動終了からの期間が短い火山であり、施設に影響を及ぼ

し得る火山として抽出した。 
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8.2.4 将来の活動可能性が否定できない火山の抽出 

 地理的領域内に分布する第四紀火山について、「完新世に活動を行った火山」及び「完

新世に活動を行っていない火山のうち将来の火山活動可能性が否定できない火山」を評価

し、施設に影響を及ぼし得る火山として、高原山、那須岳、男体･女峰火山群、二岐山、

日光白根火山群、赤城山、燧ヶ岳、子持山、安達太良山、磐梯山、榛名山、笹森山及び沼

沢の 13火山を抽出した。 

 

8.3 抽出された火山の火山活動に関する個別評価 

 施設に影響を及ぼし得る火山（13 火山）について、活動履歴に関する文献調査により、評

価の対象となる設計対応不可能な火山事象の顕著な発生実績及び過去最大規模の噴火による火

山噴出物の敷地への到達可能性について第 8.3.1表に整理した。 

 火砕物密度流については、各火山の過去最大規模の火砕物密度流の分布から到達可能性範囲

を検討した。まず、高原山については、活動履歴上、噴出物は溶岩及び火砕物が主であり、火

砕物密度流の発生は認められない。それ以外の火山については、過去最大規模の火砕物密度流

の分布はいずれも山体周辺に限られ、敷地周辺までの到達は認められない（第 8.3.1 図、第

8.3.2 図）。また、溶岩流、岩屑なだれ、地滑り及び斜面崩壊については、施設に影響を及ぼ

し得る火山（13 火山）のうち敷地に最も近い高原山でも敷地から約 98km と十分離れている。

したがって、これらの火山事象が敷地に到達する可能性は十分に小さいと判断される。  

 新しい火口の開口及び地殻変動については、敷地は、火山フロントより前弧側（東方）に位

置すること、敷地周辺では火成活動は確認されていないことから、これらの火山事象が敷地に

おいて発生する可能性は十分に小さいと判断される。 

 以上のことから、施設に影響を及ぼし得る火山（13 火山）については過去最大規模の噴火

を想定しても設計対応不可能な火山事象が施設に影響を及ぼす可能性は十分に小さいと評価し、

火山活動のモニタリングは不要と判断した。 

 

8.4 火山事象の影響評価 

 施設に影響を及ぼし得る火山（13 火山）について、原子炉施設の運用期間中における活動

可能性と規模を考慮し、施設の安全性に影響を与える可能性について検討した。 

なお、降下火砕物については、地理的領域外の火山も含めてその影響を評価した。 

 

8.4.1 降下火砕物 

8.4.1.1 層厚に関する評価 

 町田・新井（2011）(51)、山元（2013a）(11)等に基づき、敷地周辺に分布が確認また

は推定される降下火砕物を抽出した。そのうち、噴出源が同定できる降下火砕物につ

いては、当該火山の将来の噴火の可能性について噴火履歴等から検討した。一方、噴

出源が同定できない降下火砕物については、その堆積状況より検討した。敷地周辺で

分布が推定される主な降下火砕物の噴出源と敷地の距離、敷地での層厚、噴火規模、
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原子炉施設の運用期間中における同規模の噴火の可能性の有無について、文献調査の

結果の整理を第 8.4.1 表に示し、原子炉施設の運用期間中に同規模の噴火の可能性の

ある降下火砕物の分布を第 8.4.1図に示す。 

(1) 噴出源を同定できる降下火砕物の同規模噴火の可能性 

ａ．満美穴テフラ、日光早乙女テフラ、日光行川テフラ、日光矢板テフラ（男体・女

峰火山群） 

 満美穴テフラ、日光早乙女テフラ、日光行川テフラ及び日光矢板テフラは男体女

峰火山群を噴出源とし、それぞれ約 10 万年前、約 13 万年前、約 14 万年前に噴出し

たとされる（山元（2012）(9)）。   

 佐々木（1994）(19)及び草野他（2022）(16)によれば、男体・女峰火山群において、

約 60万年前から約 7 万年前までは女峰赤薙火山が活動し、日光溶岩ドーム群の活動

を経て、約 2万年前以降に男体火山、三岳、日光白根火山が活動したとされる。 

 上記を踏まえると、満美穴テフラ、日光早乙女テフラ、日光行川テフラ及び日光

矢板テフラが噴出されたのは女峰赤薙火山の活動期であり、現在の活動は男体火山

及び三岳の活動期であると考えられる。 

以上のことから、原子炉施設の運用期間中における満美穴テフラ、日光早乙女テ

フラ、日光行川テフラ及び日光矢板テフラと同規模噴火の発生可能性は十分に小さ

いと判断される。 

ｂ．真岡テフラ（飯士山） 

 真岡テフラは飯士山を噴出源とし、約 22 万年前に噴出したとされる（山元

（2013a）(11)）。 

 西来他（2016）(2)、中野他（2013）(1)、赤石・梅田（2002）(52)によれば、飯士山

の活動形式は成層火山であり、その活動年代は約 30 万年前～約 20 万年前とされて

いる。 

 上記を踏まえると、全活動期間よりも最後の活動終了からの期間が長いことから、

飯士山は将来の活動可能性はない火山と判断される。 

以上のことから、原子炉施設の運用期間中における真岡テフラと同規模噴火の発

生可能性は十分に小さいと判断される。 

c．立川ローム上部ガラス質テフラ、浅間板鼻黄色テフラ（浅間山） 

 立川ローム上部ガラス質テフラは約 1.5 万年前～約 1.6 万年前に、浅間板鼻黄色

テフラは約 1.5 万年前～約 1.65 万年前に、浅間山を噴出源として噴出した広域テフ

ラである（町田・新井（2011）(51)）。 

 高橋他（2013）(53)によれば、浅間山の活動は、黒斑火山、仏岩火山、前掛火山に

区分される。高橋・安井（2013）(54)によれば、最新活動期である前掛火山は約 1 万

年前（山元（2014b）(29))から活動を開始したとされる。 

 山元（2014b）(29)によれば、立川ローム上部ガラス質テフラ及び浅間板鼻黄色テ

フラは仏岩火山の活動であり、現在は前掛火山の活動となっており、2015 年にはご

く小規模な噴火が発生し、微量の降灰が確認された（気象庁（2015）(55)）。 

 なお、現在の活動での最大規模の噴火は、浅間Ｂテフラであるが、敷地周辺（半
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径約 30km以内）で確認または分布は推定されない。 

 以上のことから、原子炉施設の運用期間中における立川ローム上部ガラス質テフ

ラ及び浅間板鼻黄色テフラと同規模噴火の発生可能性は十分に小さいと判断される。 

d．箱根東京テフラ、箱根吉沢下部７テフラ（箱根火山群） 

 箱根東京テフラは約 6.6 万年前に、箱根吉沢下部 7 テフラは約 12.8 万年前～約

13.2 万年前の間に、箱根火山群を噴出源として噴出した広域テフラである（町田・

新井（2011）(51)）。 

長井・高橋（2008）(56)によれば、箱根火山群の活動は、初期の陸上火山活動であ

るステージ１、玄武岩～安山岩質成層火山群形成期のステージ２、安山岩質成層火

山群及び独立単成火山群形成期のステージ３、カルデラ及び単成火山群形成期のス

テージ４、前期中央火口丘形成期のステージ５、爆発的噴火期のステージ６、後期

中央火口丘形成期のステージ７に区分される。 

 山元（2014b）(29)によれば、箱根東京テフラは爆発的噴火を主体としていたステ

ージ６、箱根吉沢下部７テフラはステージ５で発生した降下火砕物である。現在は

中央火口丘での溶岩ドームの活動であるステージ 7 であり、顕著な降下火砕物の発

生は確認されない。 

 以上のことから、原子炉施設の運用期間中における箱根東京テフラ及び箱根吉沢

下部７テフラと同規模噴火の発生可能性は十分に小さいと判断される。 

e．飯縄上樽 aテフラ（飯縄山） 

 飯縄上樽 aテフラは、約 13万年前に飯縄山を噴出源として噴出したテフラである

（町田・新井（2011）(51)）。 

 飯縄山は、第Ⅰ活動期と第Ⅱ活動期の 2 つの活動期間に大別され、第Ⅰ活動期は、

約 34 万年前ごろ、第Ⅱ活動期は約 20 万年前にはじまり、飯縄上樽 a テフラは第Ⅱ

活動期に発生した（早津他（2008）(57)）。 

早津他（2008）(57)によれば、飯縄山は妙高火山群を構成する火山の 1 つであり、

その活動は玄武岩質マグマによって開始し、デイサイト質マグマの活動によって終

わるとされ、飯縄山の第Ⅱ活動期においても、噴出するマグマの性質が玄武岩質か

ら安山岩質、安山岩質からデイサイト質へと変化したとされる。また、第Ⅱ活動期

は、飯縄上樽 a テフラ噴出後の活動である溶岩ドーム群の活動を最後に急速に衰退

し、約 6 万年前の水蒸気爆発の発生以降、噴火の痕跡は確認されず、噴気活動や高

温の温泉の湧出等は全く認められないことから、現在、火山活動は完全に停止状態

にあると考えられている （早津他（2008）(57)）。 

 以上のことから、原子炉施設の運用期間中における飯縄上樽 a テフラと同規模噴

火の発生可能性は十分に小さいと判断される。 

f．御嶽第１テフラ（御嶽山） 

 御嶽第１テフラは、約 9.5 万年前～約 10万年前に御嶽山を噴出源として噴出した

広域テフラである（町田・新井（2011）(51)）。 

 御嶽山の活動は、西来他（2016）(2)、山元（2014b）(29)、及川他（2014）(58)、竹

内他（1998）(59)によれば、古期御嶽火山と新期御嶽火山に分けられ、現在は新期御
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嶽火山の活動期であり、御嶽第１テフラは約 10 万年前に発生したとされる。また、

木村（1993）(60)によれば、新期御嶽火山の活動は 3 つのステージに分けられ、御嶽

第 1テフラをもたらした噴火が発生したステージはＯ1ステージ（デイサイト－流紋

岩質のプリニー式噴火と、カルデラ陥没及び溶岩ドームの形成）であり、現在は山

頂付近の小円錐火山群の形成期であるＯ３ステージで、約 2 万年前以降は水蒸気噴

火を中心とした活動であるとされる。 

 なお、及川他（2014）(58)によれば、過去 1 万年以内に少なくとも 4 回のマグマ噴

火が確認されている。 

 以上のことから、原子炉施設の運用期間中における御嶽第１テフラと同規模噴火

の発生可能性は十分に小さいと判断される。 

g．谷口テフラ、大峰テフラ（爺ヶ岳）、恵比須峠福田テフラ、丹生川テフラ（穂高岳） 

 谷口テフラ及び大峰テフラの噴出源である爺ヶ岳、並びに恵比須峠福田テフラ及

び丹生川テフラの噴出源である穂高岳はいずれも飛騨山脈に位置する第四紀火山で

ある（及川（2003）(61)）。 

 及川（2003）(61)によれば、飛騨山脈での火成活動は StageⅠ～Ⅲの 3 つの活動期

に区分され、谷口テフラ、大峰テフラ、恵比須峠福田テフラ、丹生川テフラを発生

させた時期はいずれも StageⅠ（2.5Ma～1.5Ma）である。 

 現在の活動期は StageⅢ（0.8Ma〜0Ma）であり、東西圧縮応力場のもとで、成層

火山形成を主体とした活動が継続していることから、飛騨山脈において StageⅠで

発生した大規模な噴火の発生可能性は十分に小さいと考えられる。 

 以上のことから、原子炉施設の運用期間中において谷口テフラ、大峰テフラ、恵

比須峠福田テフラ、丹生川テフラと同規模の噴火の発生可能性は十分に小さいと判

断される。 

h．大町Ａｐｍテフラ群（樅沢岳） 

 大町Ａｐｍテフラ群は、樅沢岳を噴出源として噴出した広域テフラ群である（町

田・新井（2011）(51)）。 

 西来他（2016）(2)、中野他（2013）(1)、原山（1990）(62)、町田・新井（2011）(51)

等によれば、火山の活動形式は火砕流であり、その活動年代は約 40 万年～約 30 万

年前とされている。 

 上記を踏まえると、樅沢岳は全活動期間より、最後の活動終了からの期間が長い

ことから、将来の活動可能性はないと判断される。 

 以上のことから、原子炉施設の運用期間中における大町Ａｐｍテフラ群と同規模

噴火の可能性は十分に小さいと判断される。 

i．貝塩上宝テフラ（上宝） 

 貝塩上宝テフラは、上宝を噴出源として噴出した広域テフラである（町田・新井

（2011）(51)）。 

 西来他（2016）(2)、中野他（2013）(1)によれば、火山の活動形式は火砕流であり、

その活動期間は約 60 万年前とされている。 また、鈴木（2000）(63)等によれば、約

62万年前から約 60万年前の間に大規模な噴火が発生し、貝塩給源火道から上宝火砕
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流及び貝塩上宝テフラが噴出したとされる。 

上記を踏まえると、全活動期間よりも最後の活動終了からの期間が長いことから、

将来の活動可能性はないと判断される。 

 以上のことから、原子炉施設の運用期間中における貝塩上宝テフラと同規模噴火

の可能性は十分に小さいと判断される。 

j．玉川Ｒ４テフラ（玉川カルデラ） 

 玉川Ｒ４テフラは、約 200 万年前に玉川カルデラを噴出源とし噴出した広域テフ

ラである（町田・新井（2011）(51)）。 

 鈴木・中山（2007）(64)によれば、敷地周辺に玉川Ｒ４テフラの分布が示され、そ

の降灰年代は 2.0Ma と推定されるとしている。梅田他（1999）(41)によれば、東北日

本の 2Ma 以降の火山活動は、活動年代、噴出量、噴火様式、広域応力場変遷の観点

から次の 3ステージに区分される。 stage1（2Ma〜1Ma）では、弱圧縮応力場の環境

下で大規模珪長質火砕流の噴出が卓越したとされる。stage2（1Ma〜0.6Ma）では、

強圧縮応力場の環境下で成層火山の活動が卓越したとされる。stage3（0.6Ma 以降）

では、強圧縮応力場におかれ、脊梁山脈全体で断層運動が活発化し、大規模珪長質

火砕流、成層火山の活動が共に認められ、マグマ噴出量が増大したとされる。 

 現在の東北日本における火山活動は stage3 に相当することに加え、高橋（1995）

(65)によれば、大量の珪長質マグマを蓄積するには低地殻歪速度が必要であるとされ

る。 

 以上のことから、原子炉施設の運用期間中における玉川Ｒ４テフラと同規模噴火

の発生可能性は十分に小さいと判断される。 

k．八甲田国本テフラ（八甲田カルデラ） 

 八甲田国本テフラは、約 76 万年前に八甲田カルデラ（八甲田火山）を噴出源とし

て噴出した広域テフラである（町田・新井（2011）(51)）。 

 気象庁編（2013）(4)によれば、八甲田火山は、南八甲田火山群、北八甲田火山群

に区分され、八甲田カルデラは北八甲田火山群の直下～北東に存在するとされてい

る。中野他（2013）(1)及び工藤他（2011）(66)によれば、八甲田火山の活動を、南八

甲田火山群、八甲田カルデラ、北八甲田火山群の活動に区分し、このうち、八甲田

カルデラにおいては、約 1Ma（八甲田中里川）、0.9Ma（八甲田黄瀬）、0.76Ma（八

甲田第１期）、0.4Ma（八甲田第２期）に大規模火砕流を噴出したとされている。八

甲田火山は、110 万年前から活動を開始し、南八甲田火山群及び八甲田カルデラの

活動後、最近 30 万年間では、北八甲田火山群のみの活動が継続している。八甲田国

本テフラは八甲田カルデラの活動で発生したものであり、現在は北八甲田火山群の

活動である。 

 以上のことから、原子炉施設の運用期間中における八甲田国本テフラと同規模噴

火の発生可能性は十分に小さいと判断される。 

l．大山倉吉テフラ（大山） 

 大山倉吉テフラは、約 5.5 万年前に大山を噴出源として噴出した広域テフラであ

る（町田・新井（2011）(51)）。 
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 守屋（1983）(67)の日本の第四紀火山の地形発達過程に基づく分類によれば大山は

最終期である第４期とされる。また、米倉（2001）(68)によれば、一般にこの第４期

の噴出量は第１期〜第３期と比べて少なく、数 km３とされる。 

 また、山元（2014b）(29)による活動履歴情報の整理に基づけば、約 40 万年前以降、

最も規模の大きな噴火は大山倉吉テフラ噴火であるが、これに至る活動間隔は、大

山倉吉テフラ噴火以降の経過期間に比べて十分に長い。 

 ただし、数 km３以下の規模の噴火については、大山倉吉テフラ噴火以前もしくは

以降においても繰り返し発生している。また、Zhao et al.（2011）(69)によれば、大

山の地下深部に広がる低速度層と、大山の西方地下で発生している低周波地震の存

在から、地下深部にはマグマ溜まりが存在している可能性が示唆される。保守的に、

この低速度層をマグマ溜まりとして評価した場合、その深度は 20km 以深に位置し、

これは爆発的噴火を引き起こす珪長質マグマの浮力中立点の深度 7km（東宮（1997）

(70)）よりも深い位置に相当する。 

 以上のことから、原子炉施設の運用期間中における大山倉吉テフラと同規模噴火

の発生可能性は十分に小さいと判断される。 

m．阿蘇４、阿蘇３テフラ（阿蘇カルデラ） 

 阿蘇４テフラは約 8.5万年前～約 9 万年前に、阿蘇３テフラは約 13万年前に、い

ずれも阿蘇カルデラを噴出源として噴出した広域テフラである（町田・新井（2011）

(51)）。 

 Nagaoka（1988）(71)に基づけば、現在の阿蘇カルデラの活動期は、最新の破局的

噴火（約 9 万年前の阿蘇４テフラの噴出）以降、阿蘇山において草千里ヶ浜軽石等

の多様な噴火様式による小規模噴火が発生していることから、阿蘇山における後カ

ルデラ噴火ステージの活動と考えられ、苦鉄質火山噴出物及び珪長質火山噴出物の

給源火口の分布（三好他（2005）(72)）から、地下に大規模な珪長質マグマ溜まりは

存在していないと考えられる。また、破局的噴火の最短の活動間隔（約 2 万年）は、

最新の破局的噴火からの経過期間（約 9万年）と比べて短い。 

 以上のことから、原子炉施設の運用期間中における阿蘇４、阿蘇３テフラと同規

模噴火の発生可能性は十分に小さいと判断される。 

n．姶良Ｔｎテフラ（姶良カルデラ） 

 姶良Ｔｎテフラは、南九州の姶良カルデラを噴出源とし、約 2.8 万年前～約 3 万

年前に噴出した広域テフラである（町田・新井（2011）(51)）。 

現在の姶良カルデラの活動期は、Nagaoka（1988）(71)に基づけば、後カルデラ火

山噴火ステージであると考えられる。また、破局的噴火の活動間隔（約 6 万年以上）

は、最新の破局的噴火である約 3 万年前の姶良Ｔｎテフラの噴出からの経過期間と

比べ十分に長く、現在は破局的噴火に先行して発生するプリニー式噴火ステージの

兆候が認められない。 

 以上のことから、原子炉施設の運用期間中における、姶良Ｔｎテフラと同規模噴

火の可能性は十分に小さいと判断される。 

o．鬼界アカホヤテフラ、鬼界葛原テフラ（鬼界カルデラ） 
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 鬼界アカホヤテフラは約 7,300 年前に、鬼界葛原テフラは約 9.5 万年前に、いず

れも鬼界カルデラを噴出源として噴出した広域テフラである（町田・新井（2011）

(51)）。 

 現在の鬼界カルデラの活動期は、Nagaoka（1988）(71)に基づけば、後カルデラ火

山噴火ステージ（薩摩硫黄島）であると考えられる。また、鬼界カルデラにおける

破局的噴火の活動間隔は約 5 万年以上であり、最新の破局的噴火からの経過期間

（約 0.7 万年）に比べて十分長い。 

 以上のことから、原子炉施設の運用期間中における鬼界アカホヤテフラ及び鬼界

葛原テフラと同規模噴火の発生可能性は十分に小さいと判断される。 

(2) 噴出源が同定できない降下火砕物 

 敷地周辺で確認された噴出源が同定できない降下火砕物は、敷地から西北西に約

23km の茨城県笠間市大古山の涸沼川沿いで確認される「涸沼川テフラ」（山元

（2013a(11)、2013b(73)）の 1 つである。本テフラは見和層下部のエスチュアリー相泥

質堆積物中に再堆積物として挟まれる層厚 15 ㎝の軽石質の粗粒火山灰であるとされ

ている（山元（2013a）(11)）。また、涸沼川テフラは敷地近傍においてその分布が認

められないことから、敷地への影響は十分に小さいと判断される。 

(3) 設計上考慮する降下火砕物の層厚の検討 

 文献調査結果から、敷地周辺で分布が推定される主な降下火砕物のうち、噴出源が

同定でき、原子炉施設の運用期間中における同規模の噴火の可能性のある降下火砕物

として、高原山を噴出源とする高原戸室山２テフラ、男体・女峰火山群を噴出源とす

る男体今市テフラ、男体七本桜テフラ、赤城山を噴出源とする赤城鹿沼テフラ、赤城

行川２テフラ、赤城水沼１テフラ、赤城水沼２テフラ、赤城水沼８テフラ、赤城水沼

９－１０テフラ、燧ケ岳を噴出源とする燧ヶ岳七入テフラ、沼沢を噴出源とする沼沢

芝原テフラ、榛名山を噴出源とする榛名八崎テフラ、四阿山を噴出源とする四阿菅平

２テフラが挙げられる。 

 一方、噴出源が同定できない降下火砕物として、涸沼川テフラが認められる。 

 これらの降下火砕物のうち、敷地周辺において層厚とその噴火規模が最も大きい降

下火砕物は赤城鹿沼テフラであり、設計上考慮する降下火砕物として詳細に検討を行

った。 

ａ．降下火砕物の分布状況 

 赤城鹿沼テフラの分布に関する以下の敷地周辺の層厚調査及び敷地内の地質調査

の結果から、赤城鹿沼テフラの敷地及び敷地近傍での層厚は約 35cm であるが、敷地

周辺で最大 50cmが確認され、保守性を考慮して 50cmと評価される。 

(a) 敷地周辺の層厚調査  

 降下火砕物の等層厚線図から、敷地において最も層厚が大きい降下火砕物は赤

城鹿沼テフラと判断される。その分布主軸は敷地の方向を向いており、「新編 火

山灰アトラス」（町田・新井（2011）(51)）によれば 10cm～40cm、山元（2013a）

(11)では 32cm～64cm の 32cm 等層厚線付近に位置する。山元（2013a）(11)、茨城県

自然博物館(2001)(74)、茨城県自然博物館（2007）(75)及び敷地周辺の地質調査結果
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より敷地周辺の赤城鹿沼テフラの層厚を調査したところ、敷地近傍で約 35 ㎝、敷

地周辺で概ね 40cm 以下、敷地から噴出源方向に約 10kmの地点で最大 50cmが確認

される。（第 8.4.2図） 

(b) 敷地内の地質調査 

 敷地での赤城鹿沼テフラの層厚を把握するため、地質調査を実施した。ボーリ

ング調査において、ローム層中に黄褐色の軽石層が認められ、火山灰分析の結果、

赤城鹿沼テフラに対比される。また、ボーリング調査による層厚は 25～30cm、露

頭で層厚 30～35cmであり、文献で示される層厚に整合している。（第 8.4.3図） 

ｂ．降下火砕物シミュレーション 

 現在の気象条件での敷地における降下火砕物の層厚を検討するため、敷地周辺に

おける堆積厚さが最も大きい赤城鹿沼テフラの噴出源である赤城山を対象に降下火

砕物シミュレーションを行った。 

 山元（2016）(30)、高橋他（2012）(26)、守屋（1979）(76)によれば、赤城山の活動

は約 50 万年前から溶岩と火砕物を主とした噴火様式の古期成層火山の活動から始ま

り、約 22 万年前の山体崩壊を境に、その後、新期成層火山の活動となっている。新

期成層火山についても 3 つの活動期に分けられ、赤城鹿沼テフラは現在の活動ステ

ージである後カルデラ期に発生した降下火砕物であるとされる。現在の赤城山の活

動ステージにおいて最大規模の噴火による降下火砕物噴出は赤城鹿沼テフラであり、

その噴出量は 2km３DRE（見かけ体積 5km３）とされている（第 8.4.4 図）。このこと

を踏まえ、解析条件の噴出量には見かけ体積 5km３を設定した。主な解析条件につい

ては第 8.4.2表に示す。 

 風向・風速は、気象庁が行っているラジオゾンデの定期観測データ（観測地点：

館野）を用いて行った。 

 月別平年解析の結果、1 年を通じて偏西風の影響を受け、分布主軸が東から東北

東に向く傾向があり、敷地における降下火砕物の堆積厚さは 7月の 21 時の風のケー

スで最大（約 12cm）となる（第 8.4.5 図）。さらに、層厚が最大となった 7 月の 21

時を基本ケースとして、噴煙柱・風速・風向の 3 つの要素について、不確かさに関

する検討を行った（第 8.4.6 図）。その結果、風速の不確かさを考慮した場合が最

大で層厚は約 22cm であり、敷地及び敷地周辺の調査で確認された層厚を上回らない。 

(4) 設計上考慮する降下火砕物の層厚の設定 

上記を踏まえ、降下火砕物の分布状況及び降下火砕物シミュレーションによる検討結

果から総合的に判断し、設計上考慮する降下火砕物の層厚を保守的に 50 ㎝と設定す

る。 

 

8.4.1.2 密度に関する評価 

 富田他（1994）(23)によれば、笠間地区における赤城鹿沼テフラの密度は湿潤状態

で 1.0g／cm３、乾燥状態で 0.3g／cm３である。また、地質調査（土質試験）により赤

城山から敷地までの距離とほぼ同一な距離における赤城鹿沼テフラの密度を確認した

結果、湿潤密度で最大約 1.1g／cm３、乾燥密度で最小約 0.3g／cm３であった（第
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8.4.7図）。 

 一方で、宇井編（1997）(24)によれば、乾燥した火山灰は密度が 0.4 g／cm３～0.7 g

／cm３であるが、湿ると 1.2 g／cm３を超えることがあるとされている。 

 以上のことから、湿潤密度は 1.5 g／cm３と設定する。 

 

8.4.2 火山性土石流、火山泥流及び洪水 

 施設に影響を及ぼし得る13火山のうち、敷地から120㎞の範囲内には高原山、那須岳、

男体・女峰火山群、二岐山及び日光白根火山群の 5 火山が位置する。敷地は那珂川流域に

位置し、上流域に対象火山が存在する。 

 文献調査の結果、那珂川に沿う瓜連丘陵に火山性土石流堆積物である粟河軽石が分布す

る（坂本・宇野沢（1976）(77)）。しかしながら、那珂川の流下方向は敷地へ向かってい

ない。また、那珂川と敷地の間には鹿島台地が分布し敷地は台地上に位置する。（第

8.4.8 図）。このことから、火山性土石流、火山泥流及び洪水が施設に影響を及ぼす可能

性は十分に小さいと判断される。 

 

8.4.3 火山から発生する飛来物（噴石） 

 施設に影響を及ぼし得る 13火山のうち、最も近いものでも敷地から約 98km と十分離れ

ていることから、火山から発生する飛来物が施設に影響を及ぼす可能性は十分に小さいと

判断される。 

 

8.4.4 火山ガス 

 施設に影響を及ぼし得る 13火山のうち、最も近いものでも敷地から約 98km と十分離れ

ていること、敷地は太平洋に面する台地上に位置しており火山ガスが滞留する地形ではな

いことから、火山ガスが施設に影響を及ぼす可能性は十分に小さいと判断される。 

 

8.4.5 その他火山事象 

 施設に影響を及ぼし得る 13火山のうち、最も近いものでも敷地から約 98km と十分離れ

ていること、敷地は火山フロントより前弧側（東方）に位置することから、津波及び静振、

大気現象、火山性地震とこれに関連する事象、熱水系及び地下水の異常について、施設に

影響を及ぼす可能性は十分に小さいと判断される。 
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第 8.4.1 表(1) 降下火砕物の文献調査結果 

 

  

降下火砕
物の

噴火規模

（VEI）
※

敷地の層厚
試験研究炉の運用期間中の

同規模噴火の可能性
(○：あり，×：可能性は十分に小さい)

給源火山
火山から

敷地への方向
（距離(ｋｍ)）

記号
敷地及び敷地近傍で確認
される主な降下火砕物

敷地と
火山と
の距離

58㎝以下＊1－○高原山
南東

（約98km）
Tk-TM2高原戸室山2テフラ

半径
160km
内

40～20ｃｍ＊2

－○男体・女峰火山群
東南東

（約110km）

Nt-S男体七本桜テフラ

40～20ｃｍ＊2Nt-I男体今市テフラ

532㎝以下＊3

女峰赤薙火山の活動で発生した降下火砕物であ
り、現在は男体火山及び三岳の活動が継続

×
男体・女峰火山群

東南東
（約110km）

Nk-Ma満美穴テフラ

416㎝以下＊3Nk-SO日光早乙女テフラ

516㎝以下＊3Nk-NM日光行川テフラ

416㎝以下＊3Nk-YT日光矢板テフラ

532㎝〜64㎝＊1

－○赤城山
東南東

（約126km）

Ag-KP赤城鹿沼テフラ

44㎝以下＊1Ag-NM2赤城行川2テフラ

45㎝〜20㎝＊2Ag-MzP1赤城水沼1テフラ

44㎝以下＊1Ag-MzP2赤城水沼2テフラ

48㎝以下＊1Ag-MzP8赤城水沼8テフラ

416㎝以下＊1Ag-MzP9-10赤城水沼9-10テフラ

58㎝以下＊3－○燧ヶ岳
南東

（約136km）
Hu-NN燧ヶ岳七入テフラ

416㎝以下＊3－○沼沢
南東

（約157km）
Nm-SB沼沢芝原テフラ

40㎝〜10㎝＊2－○榛名山
東

（約154km）
Hr-HP榛名八崎テフラ

516㎝以下＊3将来の活動可能性のない火山×鬼怒沼
東南東

（約125ｋｍ）
Kn-KD鬼怒沼黒田原テフラ

*1：山元(2013a) (11)，*2：町田・新井(2011) (51)，*3：山元(2012) (9)，*4：大石(2009) (80)，*5：鈴木(2001) (81)

*6：Tamura et al.(2008) (82)，*7：鈴木・早川(1990) (83)，*8：鈴木・中山(2007) (64)，*9：鈴木他(2001) (84)

*10：山元(2013b) (73)

※噴火規模(VEI)の定義は町田・新井(2011) (51)に基づく 試験研究炉の運用期間中の同規模噴火の可能性あり。

試験研究炉の運用期間中の同規模噴火の可能性が十分に小さい。
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第 8.4.1 表(2) 降下火砕物の文献調査結果 

 

  

*1：山元(2013a) (11)，*2：町田・新井(2011) (51)，*3：山元(2012) (9)，*4：大石(2009) (80)，*5：鈴木(2001) (81)

*6：Tamura et al.(2008) (82)，*7：鈴木・早川(1990) (83)，*8：鈴木・中山(2007) (64)，*9：鈴木他(2001) (84)

*10：山元(2013b) (73)

※噴火規模(VEI)の定義は町田・新井(2011) (51)に基づく

降下火砕
物の

噴火規模

（VEI）
※

敷地の層厚
試験研究炉の運用期間中の

同規模噴火の可能性
(○：あり，×：可能性は十分に小さい)

給源火山
火山から

敷地への方向
（距離(ｋｍ)）

記号
敷地及び敷地近傍で確認
される主な降下火砕物

敷地と
火山と
の距離

532㎝〜16㎝＊1将来の活動可能性のない火山×飯士山
東南東

（約172km）
MoP真岡テフラ

半径
160km
外

60㎝以上＊2
仏岩期の活動で発生した降下火砕物であり、
現在は前掛火山の活動が継続

×浅間山
東

（約183km）

UG
立川ローム上部
ガラス質テフラ

50㎝以上＊2As-YP浅間板鼻黄色テフラ

50㎝以上＊4－○四阿山
東

（約194km）
Azy-SgP2四阿菅平2テフラ

60㎝以上＊2

現在は溶岩ドームの活動が継続（顕著な降下
火砕物発生はない）

×箱根火山群
北東

（約180km）

Hk-TP箱根東京テフラ

50cm以上＊2
Hk-Klp7箱根吉沢下部7テフラ

？0㎝以上＊5現在は活動停止期が継続×飯縄山
東

（約223km）
In-Kta飯縄上樽aテフラ

610㎝〜0㎝＊2山頂付近における小規模の噴火活動が継続×御嶽山
東北東

（約280km）
On-Pm1御岳第1テフラ

？30㎝以下＊6

将来の活動可能性のない火山×
飛騨山脈
（爺ヶ岳）

東
（約254km）

Tng谷口テフラ

6?10㎝以下＊6Omn
(Omn-SK110)

大峰テフラ
(大峰-SK110)

6?0㎝以上＊7将来の活動可能性のない火山×
飛騨山脈
（樅沢岳）

東
（約265km）

Tky-Ng1大町Apｍテフラ群

7?約30㎝＊6

将来の活動可能性のない火山×
飛騨山脈
（穂高岳）

東
（約261km)

Ebs-Fkd恵比須峠福田テフラ

？20㎝〜10cm＊6Nyg
(Htk-Kd39)

丹生川テフラ
(穂高-Kd39)

6?0㎝以上*2将来の活動可能性のない火山×
飛騨山脈
（上宝）

東
（約275km）

KMT貝塩上宝テフラ

60㎝以上＊8将来の活動可能性のない火山×玉川カルデラ
南

（約412km）
Tmg-R4玉川R4テフラ

？0㎝以上*9現在は後カルデラ火山の活動が継続×八甲田カルデラ
南

（約491km）
Hkd1

八甲田1テフラ
(八甲田国本テフラ，

Ku1）

65㎝～0㎝＊2数km3以下の噴火活動が継続×大山
東北東

（約641km）
DKP大山倉吉テフラ

70㎝以上＊2

現在は後カルデラ火山の活動が継続×阿蘇カルデラ
東北東

（約943km）

Aso-3阿蘇3テフラ

715㎝以下＊2Aso-4阿蘇4テフラ

720㎝〜10㎝＊2現在は後カルデラ火山の活動が継続
×姶良カルデラ

東北東
（約1045km）

AT姶良Tnテフラ

720㎝〜0㎝＊2

現在は後カルデラ火山の活動が継続×鬼界カルデラ
北東

（約1126km）

K-Ah鬼界アカホヤテフラ

75㎝〜2㎝＊2K-Kz鬼界葛原テフラ

―(再堆積)*1,10－－－－－涸沼川テフラ
噴出源
不明

試験研究炉の運用期間中の同規模噴火の可能性あり。

試験研究炉の運用期間中の同規模噴火の可能性が十分に小さい。
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第 8.3.2 図(1) 火砕物密度流の到達可能性範囲（那須岳） 

  

約17km

伴・高岡(1995)(13)に基づき作成

那須岳
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第 8.3.2 図(2) 火砕物密度流の到達可能性範囲（男体・女峰火山群） 

  

男体 女峰火山群

佐々木(1994)(19), 山崎(1958)(87)に基づき作成

約18km
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第 8.3.2 図(3) 火砕物密度流の到達可能性範囲（二岐山） 

  

二岐山

約2㎞

渡部他(2023) (46)に基づき作成
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第 8.3.2 図(4) 火砕物密度流の到達可能性範囲（日光白根火山群） 

  

草野他(2022)(16)に基づき作成

日光白根火山群

約2㎞
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第 8.3.2 図(5) 火砕物密度流の到達可能性範囲（赤城山） 

  

赤城山

高橋他(2012)(26)に基づき作成

約24㎞
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第 8.3.2 図(6) 火砕物密度流の到達可能性範囲（燧ヶ岳） 

  

燧ケ岳

早川他(1997)(33)に基づき作成

約6㎞
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第 8.3.2 図(7) 火砕物密度流の到達可能性範囲（子持山） 

  

子持山

飯塚(1996)(47)に基づき作成

約6㎞
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第 8.3.2 図(8) 火砕物密度流の到達可能性範囲（安達太良山） 

  

安達太良山

山元・阪口(2000)(35)に基づき作成

約16㎞
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第 8.3.2 図(9) 火砕物密度流の到達可能性範囲（磐梯山） 

  

磐梯山

山元(2011)(88), 山元・須藤(1996)(89), 小荒井他(1995)(90)に基づき作成

※葉山1火砕流は過去最大規模の噴火ではないが，到達距離としては最大であるため併記した

約10㎞
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第 8.3.2 図(10) 火砕物密度流の到達可能性範囲（榛名山） 

  

榛名山

大森編(1986)(21), 早田(1989)(91)に基づき作成

※榛名二ッ岳-渋川火砕流堆積物（火砕サージを含む）は過去最大規模の噴火ではないが，

到達距離としては最大であるため併記した

約23㎞
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第 8.3.2 図(11) 火砕物密度流の到達可能性範囲（笹森山） 

  

笹森山

山元(2015)(50)に基づき作成

約10㎞
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第 8.3.2 図(12) 火砕物密度流の到達可能性範囲（沼沢） 

 

沼沢

山元(2003)(45), 山元・長谷部(2014)(92)に基づき作成

約17㎞
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添付書類８ 

 

変更後における試験研究用等原子炉施設の安全設計に関する説明書 

 

 

  



 

5－1 

 

令和５年７月２６日付け原規規発第 2307265 号をもって設置変更許可を受けた大洗研究所（南

地区）原子炉設置変更許可申請書（高速実験炉原子炉施設の変更）の添付書類８の記述の変更

は、次のとおりである。 

 

 

（1）1. 安全設計の考え方 の記述において、 

1）1.2 安全機能の重要度分類 の第 1.2.2表及び第 1.2.3表を添付５－１のとおりに、 

2）1.3 耐震設計 の第 1.3.1表を添付５－２のとおりに、 

3）1.8 「設置許可基準規則」への適合 の第十九条を添付５－３のとおりに、 

4）1.8 「設置許可基準規則」への適合 の第二十九条を添付５－４のとおりに変更する。 

 

（2）3. 原子炉及び炉心 の記述において、 

1）3.2 炉心 を添付５－５のとおりに、 

2）3.3 炉心構成 を添付５－６のとおりに変更する。 

 

（3）4. 燃料取扱及び貯蔵設備 の記述において、 

1）4.1 概要 を添付５－７のとおりに、 

2）第 4.1図を添付５－８のとおりに変更する。 

 

（4）10. その他の設備 の記述において、 

1）10.1 概要 を添付５－９のとおりに、 

2）10.12 実験設備及び利用設備 を添付５－１０のとおりに変更する。 

 

 



 

5－1－1 

 

添付５－１ 

 

 

第 1.2.2表(1) 安全上の機能別重要度分類表に係る定義及び該当する安全施設 

 

分類 定義 機能 構築物、系統又は機器 特記すべき関連系 

ＰＳ－１ 

 

その損傷又は故障によ

り発生する事象によっ

て燃料の多量の破損を

引き起こすおそれがあ

り、敷地外への著しい

放射性物質の放出のお

それのある構築物、系

統及び機器 

 

原子炉冷却材バウンダリ機能 ① 原子炉容器 

 １）本体 

② １次主冷却系、１次補

助冷却系及び１次ナトリ

ウム充填・ドレン系 

 １）原子炉冷却材バウン

ダリに属する容器・配

管・ポンプ・弁（ただし、

計装等の小口径のもの

を除く。） 

 

炉心形状の維持機能 ① 炉心支持構造物 

 １）炉心支持板 

 ２）支持構造物 

② 炉心バレル構造物 

 １）バレル構造体 

③ 炉心構成要素 

 １）炉心燃料集合体 

 ２）照射燃料集合体 

 ３）内側反射体 

 ４）外側反射体（Ａ） 

 ５）材料照射用反射体 

 ６）遮へい集合体 

 ７）計測線付実験装置 

 ８）照射用実験装置 

 ９）ＲＩ生産用実験装置 

 

 

  



 

5－1－2 

 

第 1.2.2表(2) 安全上の機能別重要度分類表に係る定義及び該当する安全施設 

 

分類 定義 機能 構築物、系統又は機器 特記すべき関連系＊ 

ＭＳ－１ 

 

異常状態発生時

に、敷地周辺公衆

への過度の放射

線の影響を防止

する構築物、系統

及び機器 

 

原子炉の緊急停止 

及び未臨界維持機能 

① 制御棒 

② 制御棒駆動系 

 １）駆動機構 

 ２）上部案内管 

 ３）下部案内管 

③ 後備炉停止制御棒 

④ 後備炉停止制御棒駆動系 

 １）駆動機構 

 ２）上部案内管 

 ３）下部案内管 

① 炉心支持構造物 

 １）炉心支持板 

 ２）支持構造物 

② 炉心バレル構造物 

 １）バレル構造体 

③ 炉心構成要素 

 １）炉心燃料集合体 

 ２）照射燃料集合体 

 ３）内側反射体 

 ４）外側反射体（Ａ） 

 ５）材料照射用反射体 

 ６）遮へい集合体 

 ７）計測線付実験装置 

 ８）照射用実験装置 

 ９）ＲＩ生産用実験装置 

１次冷却材漏えい量 

の低減機能 

① 原子炉容器 

 １）リークジャケット 

② １次主冷却系、１次補助冷却系

及び１次ナトリウム充填・ドレン系

のうち、原子炉冷却材バウンダリに

属する容器・配管・ポンプ・弁の配

管（外側）又はリークジャケット 

③ １次主冷却系 

 １）逆止弁 

④ １次補助冷却系 

 １）サイフォンブレーク止弁 

⑤ １次予熱窒素ガス系 

 １）仕切弁 

① 関連するプロセス計装

（ナトリウム漏えい検出

器） 

原子炉停止後 

の除熱機能 

① １次主冷却系 

 １）１次主循環ポンプポニーモー

タ 

 ２）逆止弁 

② ２次主冷却系 

 １）主冷却機（主送風機を除く。） 

① 原子炉容器 

 １）本体 

② １次主冷却系、１次補

助冷却系及び１次ナトリ

ウム充填・ドレン系 

 １）原子炉冷却材バウン

ダリに属する容器・配管・

ポンプ・弁（ただし、計装

等の小口径のものを除

く。） 

③ ２次主冷却系、２次補

助冷却系、２次ナトリウム

純化系及び２次ナトリウ

ム充填・ドレン系 

 １）冷却材バウンダリに

属する容器・配管・ポン

プ・弁（ただし、計装等の

小口径のものを除く。） 

放射性物質 

の閉じ込め機能 

① 格納容器 

② 格納容器バウンダリに属する配

管・弁 

 

安全上必須なそ

の他の構築物、系

統及び機器 

工学的安全施設 

及び原子炉停止系への 

作動信号の発生機能 

① 原子炉保護系（スクラム） 

② 原子炉保護系（アイソレーショ

ン） 

① 関連する核計装 

② 関連するプロセス計装 

安全上特に重要な 

関連機能 

① 中央制御室 

② 非常用ディーゼル電源系（ＭＳ

－１に関連するもの） 

③ 交流無停電電源系（ＭＳ－１に

関連するもの） 

④ 直流無停電電源系（ＭＳ－１に

関連するもの） 

① 関連する補機冷却設備 

＊： 上記関連系は、当該系と同位の重要度を有するものとする。  



 

5－1－3 

 

第 1.2.2表(3) 安全上の機能別重要度分類表に係る定義及び該当する安全施設 

 

分類 定義 機能 構築物、系統又は機器 特記すべき関連系 

ＰＳ－２ 

 

その損傷又は故障により

発生する事象によって、

燃料の多量の破損を直ち

に引き起こすおそれはな

いが、敷地外への過度の

放射性物質の放出のおそ

れのある構築物、系統及

び機器 

 

原子炉カバーガス等 

のバウンダリ機能 

① １次アルゴンガス系 

１）原子炉カバーガスのバウンダ

リに属する容器・配管・弁（た

だし、計装等の小口径のもの

を除く。） 

② 原子炉容器 

１）本体（原子炉冷却材バウンダ

リに属するもの及び計装等の

小口径のものを除く。） 

③ １次主冷却系 

１）原子炉カバーガスのバウンダ

リに属する容器・配管・弁（原

子炉冷却材バウンダリに属す

るもの及び計装等の小口径の

ものを除く。） 

④ １次オーバフロー系 

１）原子炉カバーガスのバウンダ

リに属する容器・配管・弁（た

だし、計装等の小口径のもの

を除く。） 

⑤ １次ナトリウム充填・ドレン

系 

１）原子炉カバーガスのバウンダ

リに属する容器・配管・弁（た

だし、計装等の小口径のもの

を除く。） 

⑥ 回転プラグ（ただし、計装等

の小口径のものを除く。） 

 

原子炉冷却材 

バウンダリに 

直接接続されていない 

ものであって、 

放射性物質を 

貯蔵する機能 

① 原子炉附属建物使用済燃料

貯蔵設備 

１）貯蔵ラック 

２）水冷却池 

② 第一使用済燃料貯蔵建物使

用済燃料貯蔵設備 

１）貯蔵ラック 

２）水冷却池 

③ 第二使用済燃料貯蔵建物使

用済燃料貯蔵設備 

１）貯蔵ラック 

２）水冷却池 

④ 気体廃棄物処理設備 

１）アルゴン廃ガス処理系 

 

燃料を安全に 

取り扱う機能 

① 核燃料物質取扱設備  
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第 1.2.2表(4) 安全上の機能別重要度分類表に係る定義及び該当する安全施設 

 

分類 定義 機能 構築物、系統又は機器 特記すべき関連系 

ＭＳ－２ 

 

ＰＳ－２の構築物、系統

及び機器の損傷又は故障

が及ぼす敷地周辺公衆へ

の放射線の影響を十分小

さくするようにする構築

物、系統及び機器 

 

燃料プール水 

の保持機能 

① 原子炉附属建物使用済燃料

貯蔵設備 

 １）水冷却池 

 ２）水冷却浄化設備のうち、サ

イフォンブレーク止弁 

② 第一使用済燃料貯蔵建物使

用済燃料貯蔵設備 

 １）水冷却池 

 ２）水冷却浄化設備のうち、サ

イフォンブレーク止弁 

③ 第二使用済燃料貯蔵建物使

用済燃料貯蔵設備 

 １）水冷却池 

 ２）水冷却浄化設備のうち、サ

イフォンブレーク止弁 

 

放射線の遮蔽 

及び放出低減機能 

 

① 外周コンクリート壁 

② アニュラス部排気系 

 １）アニュラス部排気系（アニ

ュラス部常用排気フィルタを

除く。） 

③ 非常用ガス処理装置 

④ 主排気筒 

⑤ 放射線低減効果の大きい遮

蔽（安全容器及びコンクリート

遮へい体冷却系を含む。） 

 

異常状態への対応上特に

重要な構築物、系統及び

機器 

事故時のプラント状態

の把握機能 

① 事故時監視計器の一部  

安全上特に重要なその他

の構築物、系統及び機器 

安全上重要な関連機能 ① 非常用ディーゼル電源系（Ｍ

Ｓ－１に属するものを除く。） 

② 交流無停電電源系（ＭＳ－１

に属するものを除く。） 

③ 直流無停電電源系（ＭＳ－１

に属するものを除く。） 

 

 

 

  



 

5－1－5 

 

第 1.2.2表(5) 安全上の機能別重要度分類表に係る定義及び該当する安全施設 

 

分類 定義 機能 構築物、系統又は機器 特記すべき関連系 

ＰＳ－３ 

 

異常状態の起因事象

となるものであって

ＰＳ－１、ＰＳ－２以

外の構築物、系統及び

機器 

１次冷却材を 

内蔵する機能 

（ＰＳ－１以外のもの） 

① １次ナトリウム純化系のうち、

１次冷却材を内蔵しているか、又

は内蔵し得る容器・配管・ポンプ・

弁（ただし、計装等の小口径のも

のを除く。） 

② １次オーバフロー系のうち、１

次冷却材を内蔵しているか、又は

内蔵し得る容器・配管・ポンプ・

弁（ただし、計装等の小口径のも

のを除く。） 

③ １次ナトリウム充填・ドレン系

のうち、１次冷却材を内蔵してい

るか、又は内蔵し得る容器・配管・

弁（ＰＳ－１に属するもの及び計

装等の小口径のものを除く。） 

 

２次冷却材を 

内蔵する機能 

（通常運転時の炉心の冷却 

に関連するもの） 

① ２次主冷却系、２次補助冷却

系、２次ナトリウム純化系及び２

次ナトリウム充填・ドレン系 

 １）冷却材バウンダリに属する容

器・配管・ポンプ・弁（ただし、

計装等の小口径のものを除く。） 

 

放射性物質 

の貯蔵機能 

① 液体廃棄物処理設備 

② 固体廃棄物貯蔵設備 

 

通常運転時の冷却材の 

循環機能 

① １次主冷却系 

 １）１次主循環ポンプ 

  ⅰ）１次主循環ポンプ本体（循

環機能） 

  ⅱ）主電動機 

② ２次主冷却系 

 １）２次主循環ポンプ 

  ⅰ）２次主循環ポンプ本体（循

環機能） 

  ⅱ）電動機 

 

通常運転時の 

最終ヒートシンクへの 

熱輸送機能 

① ２次主冷却系 

 １）主送風機 

  ⅰ）電動機 

  ⅱ）電磁ブレーキ 

 

電源供給機能 

（非常用を除く。） 

① 一般電源系（受電エリア）  

プラント 

計測・制御機能 

（安全保護機能を除く。） 

① 原子炉冷却材温度制御系（関連

するプロセス計装及び制御用圧縮

空気設備を含む。） 

 

原子炉冷却材中放射

性物質濃度を通常運

転に支障のない程度

に低く抑える構築

物、系統及び機器 

核分裂生成物の 

原子炉冷却材中への 

放散防止機能 

① 炉心構成要素 

 １）炉心燃料集合体 

  ⅰ）被覆管 

 ２）照射燃料集合体 

  ⅰ）被覆管 
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第 1.2.2表(6) 安全上の機能別重要度分類表に係る定義及び該当する安全施設 

 

分類 定義 機能 構築物、系統又は機器 特記すべき関連系 

ＭＳ－３ 

 

運転時の異常な過渡変化

があってもＭＳ－１、Ｍ

Ｓ－２とあいまって、事

象を緩和する構築物、系

統及び機器 

制御室外からの 

安全停止機能 

① 中央制御室外原子炉停止盤

（安全停止に関連するもの） 

 

燃料プール水 

の補給機能 

① 原子炉附属建物使用済燃料

貯蔵設備 

 １）水冷却浄化設備（ＭＳ－２

に属するものを除く。） 

② 第一使用済燃料貯蔵建物使

用済燃料貯蔵設備 

 １）水冷却浄化設備（ＭＳ－２

に属するものを除く。） 

③ 第二使用済燃料貯蔵建物使

用済燃料貯蔵設備 

 １）水冷却浄化設備（ＭＳ－２

に属するものを除く。） 

 

出力上昇の抑制機能 ① インターロック系 

 １）制御棒引抜きインターロッ

ク系 

 

異常状態への対応上必要

な構築物、系統及び機器 

緊急時対策上 

重要なもの 

及び異常状態 

の把握機能 

① 事故時監視計器（ＭＳ－２に

属するものを除く。） 

② 放射線管理施設（ＭＳ－２に

属するものを除く。） 

③ 通信連絡設備 

④ 消火設備 

⑤ 安全避難通路 

⑥ 非常用照明 
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第 1.2.3表(1) 外部からの衝撃による損傷の防止に係る重要安全施設 

 

分類 機能 構築物、系統又は機器 特記すべき関連系 

ＰＳ－１ 

 

原子炉冷却材バウンダリ機能 ① 原子炉容器 

 １）本体 

② １次主冷却系、１次補助冷却系及び１次ナトリウム

充填・ドレン系 

 １）原子炉冷却材バウンダリに属する容器・配管・ポン

プ・弁（ただし、計装等の小口径のものを除く。） 

 

炉心形状の維持機能 ① 炉心支持構造物 

 １）炉心支持板 

 ２）支持構造物 

② 炉心バレル構造物 

 １）バレル構造体 

③ 炉心構成要素 

 １）炉心燃料集合体 

 ２）照射燃料集合体 

 ３）内側反射体 

 ４）外側反射体（Ａ） 

 ５）材料照射用反射体 

 ６）遮へい集合体 

 ７）計測線付実験装置 

 ８）照射用実験装置 

 ９）ＲＩ生産用実験装置 
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第 1.2.3表(2) 外部からの衝撃による損傷の防止に係る重要安全施設 

 

分類 機能 構築物、系統又は機器 特記すべき関連系＊ 

ＭＳ－１ 

 

原子炉の緊急停止 

及び未臨界維持機能 

① 制御棒 

② 制御棒駆動系 

 １）駆動機構 

 ２）上部案内管 

 ３）下部案内管 

③ 後備炉停止制御棒 

④ 後備炉停止制御棒駆動系 

 １）駆動機構 

 ２）上部案内管 

 ３）下部案内管 

① 炉心支持構造物 

 １）炉心支持板 

 ２）支持構造物 

② 炉心バレル構造物 

 １）バレル構造体 

③ 炉心構成要素 

 １）炉心燃料集合体 

 ２）照射燃料集合体 

 ３）内側反射体 

 ４）外側反射体（Ａ） 

 ５）材料照射用反射体 

 ６）遮へい集合体 

 ７）計測線付実験装置 

 ８）照射用実験装置 

 ９）ＲＩ生産用実験装置 

１次冷却材漏えい量 

の低減機能 

① 原子炉容器 

 １）リークジャケット 

② １次主冷却系、１次補助冷却系及び１次ナトリウム

充填・ドレン系のうち、原子炉冷却材バウンダリに属す

る容器・配管・ポンプ・弁の配管（外側）又はリークジ

ャケット 

③ １次主冷却系 

 １）逆止弁 

④ １次補助冷却系 

 １）サイフォンブレーク止弁 

⑤ １次予熱窒素ガス系 

 １）仕切弁 

① 関連するプロセス計装（ナ

トリウム漏えい検出器） 

原子炉停止後 

の除熱機能 

① １次主冷却系 

 １）１次主循環ポンプポニーモータ 

 ２）逆止弁 

② ２次主冷却系 

 １）主冷却機（主送風機を除く。） 

① 原子炉容器 

 １）本体 

② １次主冷却系、１次補助冷

却系及び１次ナトリウム充填・

ドレン系 

 １）原子炉冷却材バウンダリ

に属する容器・配管・ポンプ・

弁（ただし、計装等の小口径

のものを除く。） 

③ ２次主冷却系、２次補助冷

却系、２次ナトリウム純化系及

び２次ナトリウム充填・ドレン

系 

 １）冷却材バウンダリに属す

る容器・配管・ポンプ・弁（た

だし、計装等の小口径のものを

除く。） 

放射性物質 

の閉じ込め機能 

① 格納容器 

② 格納容器バウンダリに属する配管・弁 

 

工学的安全施設 

及び原子炉停止系への 

作動信号の発生機能 

① 原子炉保護系（スクラム） 

② 原子炉保護系（アイソレーション） 

① 関連する核計装 

② 関連するプロセス計装 

安全上特に重要な 

関連機能 

① 中央制御室 

② 非常用ディーゼル電源系（ＭＳ－１に関連するもの） 

③ 交流無停電電源系（ＭＳ－１に関連するもの） 

④ 直流無停電電源系（ＭＳ－１に関連するもの） 

① 関連する補機冷却設備 

＊： 上記関連系は、当該系と同位の重要度を有するものとする。 
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第 1.2.3表(3) 外部からの衝撃による損傷の防止に係る重要安全施設 

 

分類 機能 構築物、系統又は機器 特記すべき関連系 

ＰＳ－２ 

 

原子炉冷却材 

バウンダリに 

直接接続されていない 

ものであって、 

放射性物質を 

貯蔵する機能 

① 原子炉附属建物使用済燃料貯蔵設備 

 １）貯蔵ラック 

 ２）水冷却池 

 

燃料を安全に 

取り扱う機能 

① 核燃料物質取扱設備  

ＭＳ－２ 

 

燃料プール水 

の保持機能 

① 原子炉附属建物使用済燃料貯蔵設備 

 １）水冷却池 

 ２）水冷却浄化設備のうち、サイフォンブレーク止弁 

 

事故時のプラント状態

の把握機能 

① 事故時監視計器の一部  

安全上重要な関連機能 ① 非常用ディーゼル電源系（ＭＳ－１に属するものを除く。） 

② 交流無停電電源系（ＭＳ－１に属するものを除く。） 

③ 直流無停電電源系（ＭＳ－１に属するものを除く。） 
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第 1.3.1表(1) クラス別施設 

クラス クラス別施設 
主要設備(*1) 補助設備(*2) 直接支持構造物(*3) 間接支持構造物(*4) 波及的影響を考慮すべき設備(*5) 

適用範囲 適用範囲 適用範囲 適用範囲 
検討用 
地震動 

(*6) 
 

適用範囲 
検討用 
地震動 

(*6) 
 

Ｓ 
 

（ⅰ） 
原子炉冷却材バウンダ
リを構成する機器・配管
系 

① 原子炉容器 
 １）本体 
② １次主冷却系、１次補助冷却系及び１
次ナトリウム充填・ドレン系 

 １）原子炉冷却材バウンダリに属する容
器・配管・ポンプ・弁（ただし、計装
等の小口径のものを除く。）  

 １）機器・配管等の支持構造物 １）原子炉建物 
２）原子炉附属建物 

 

SS 
SS 
 

１）格納容器内旋回式天井
クレーン 

２）燃料出入機 
３）回転プラグ 
４）１次オーバフロー系の

一部 
５）１次ナトリウム充填・ド

レン系の一部 
６）１次アルゴンガス系の

一部 
７）窒素ガス予熱系の一部 
８）カバーガス法燃料破損

検出設備の一部 

SS 
 
SS 
SS 
SS 
 
SS 
 
SS 
 
SS 
SS 
 

（ⅱ） 
使用済燃料を貯蔵する
ための施設 

① 原子炉附属建物使用済燃料貯蔵設備 
 １）貯蔵ラック 
 ２）水冷却池 
② 炉内燃料貯蔵ラック（炉心バレル構造
物のうち、バレル構造体） 

 １）機器・配管等の支持構造物 １）原子炉建物 
２）原子炉附属建物 
 

SS 
SS 
 

１）原子炉附属建物使用済
燃料貯蔵設備キャスクク
レーン 

２）原子炉附属建物使用済
燃料貯蔵設備燃料移送機 

３）格納容器内旋回式天井
クレーン 

４）燃料出入機 
５）回転プラグ 

SS 
 
 
SS 

 

SS 
 
SS 
SS 

（ⅲ） 
原子炉の緊急停止のた
めに急激に負の反応度
を付加するための施設
及び原子炉の停止状態
を維持するための施設 

① 制御棒 
② 制御棒駆動系 
 １）駆動機構 
 ２）上部案内管 
 ３）下部案内管 
③ 後備炉停止制御棒 
④ 後備炉停止制御棒駆動系 
 １）駆動機構 
 ２）上部案内管 
 ３）下部案内管 

① 電気計装設備（原子炉保護系（スクラ
ム）に関するもの） 

② 炉心支持構造物 
 １）炉心支持板 
 ２）支持構造物 
③ 炉心バレル構造物 
 １）バレル構造体 
④ 炉心構成要素 
 １）炉心燃料集合体 
 ２）照射燃料集合体 
 ３）内側反射体 
 ４）外側反射体（Ａ） 
 ５）材料照射用反射体 
 ６）遮へい集合体 
 ７）計測線付実験装置 
 ８）照射用実験装置 
 ９）ＲＩ生産用実験装置 

１）機器・配管、電気計装設備等の支持構
造物 

 

１）原子炉建物 
２）原子炉附属建物 
 

SS 
SS 
 

１）格納容器内旋回式天井
クレーン 

２）燃料出入機 
３）回転プラグ 
 

SS 
 
SS 
SS 
 
 

(*1) 主要設備とは、当該機能に直接的に関連する設備をいう。 

(*2) 補助設備とは、当該機能に間接的に関連し、主要設備の補助的役割を持つ設備をいう。 

(*3) 直接支持構造物とは、主要設備、補助設備に直接取り付けられる支持構造物若しくはこれらの設備の荷重を直接的に受ける支持構造物をいう。 

(*4) 間接的支持構造物とは、直接支持構造物から伝達される荷重を受ける構造物（建物・構築物）をいう。 

(*5) 波及的影響を考慮すべき設備とは、下位の耐震クラスに属するものの破損によって上位の分類に属するものに波及的影響を及ぼすおそれのある設備をいう。 

(*6) Ss：基準地震動 Ssにより定まる地震力。 

 SB：耐震Ｂクラス施設に適用される静的地震力。 

 SC：耐震Ｃクラス施設に適用される静的地震力。 

添
付

５
－

２
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第 1.3.1表(2) クラス別施設 

クラス クラス別施設 
主要設備(*1) 補助設備(*2) 直接支持構造物(*3) 間接支持構造物(*4) 波及的影響を考慮すべき設備(*5) 

適用範囲 適用範囲 適用範囲 適用範囲 
検討用 
地震動 

(*6) 
 

適用範囲 
検討用 
地震動 

(*6) 
 

Ｓ （ⅳ） 
原子炉停止後、炉心から
崩壊熱を除去するため
の施設 

① 原子炉容器 
 １）本体 
② 炉心支持構造物 
 １）炉心支持板 
 ２）支持構造物 
③ 炉心構成要素 
 １）炉心燃料集合体 
 ２）照射燃料集合体 
④ １次主冷却系、１次補助冷却系及び１
次ナトリウム充填・ドレン系 

 １）原子炉冷却材バウンダリに属する容
器・配管・ポンプ・弁（ただし、計装
等の小口径のものを除く。）  

 ２）１次主循環ポンプポニーモータ 
 ３）逆止弁 
⑤ ２次主冷却系、２次補助冷却系、２次
ナトリウム純化系及び２次ナトリウム充
填・ドレン系 

 １）冷却材バウンダリに属する容器・配
管・ポンプ・弁（ただし、計装等の小
口径のものを除く。）  

 ２）主冷却機（主送風機を除く。） 

 １）機器・配管、電気計装設備等の支持構
造物 

 

１）原子炉建物 
２）原子炉附属建物 
３）主冷却機建物 

SS 
SS 
SS 
 

１）１次オーバフロー系の
一部 

２）１次ナトリウム充填・ド
レン系の一部 

３）１次アルゴンガス系の
一部 

４）窒素ガス予熱系の一部 
５）カバーガス法燃料破損

検出設備の一部 
６）２次ナトリウム純化系

の一部 
７）２次ナトリウム充填・ド

レン系の一部 
８）２次アルゴンガス系の

一部 
９）主送風機 
10）ナトリウム漏えい対策

用受樋 

SS 
 
SS 
 
SS 
 
SS 
SS 
 
SS 
 
SS 
 
SS 
 
SS 
SS 
 
 

（ⅴ） 
原子炉冷却材バウンダ
リ破損事故の際に障壁
となり、１次冷却材の漏
えいを低減するための
施設 

① 原子炉容器 
 １）リークジャケット 
② １次主冷却系、１次補助冷却系及び１
次ナトリウム充填・ドレン系のうち、原
子炉冷却材バウンダリに属する容器・配
管・ポンプ・弁の配管（外側）又はリー
クジャケット 

③ １次主冷却系 
 １）逆止弁 
④ １次補助冷却系 
 １）サイフォンブレーク止弁 
⑤ １次予熱窒素ガス系 
 １）仕切弁 

① 電気計装設備（ナトリウム漏えい検出
器に関するもの） 

１）機器・配管、電気計装設備等の支持構
造物 

 

１）原子炉建物 
２）原子炉附属建物 

SS 
SS 
 

  
 
 

(*1) 主要設備とは、当該機能に直接的に関連する設備をいう。 

(*2) 補助設備とは、当該機能に間接的に関連し、主要設備の補助的役割を持つ設備をいう。 

(*3) 直接支持構造物とは、主要設備、補助設備に直接取り付けられる支持構造物若しくはこれらの設備の荷重を直接的に受ける支持構造物をいう。 

(*4) 間接的支持構造物とは、直接支持構造物から伝達される荷重を受ける構造物（建物・構築物）をいう。 

(*5) 波及的影響を考慮すべき設備とは、下位の耐震クラスに属するものの破損によって上位の分類に属するものに波及的影響を及ぼすおそれのある設備をいう。 

(*6) Ss：基準地震動 Ssにより定まる地震力。 

 SB：耐震Ｂクラス施設に適用される静的地震力。 

 SC：耐震Ｃクラス施設に適用される静的地震力。 
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第 1.3.1表(3) クラス別施設 

クラス クラス別施設 
主要設備(*1) 補助設備(*2) 直接支持構造物(*3) 間接支持構造物(*4) 波及的影響を考慮すべき設備(*5) 

適用範囲 適用範囲 適用範囲 適用範囲 
検討用 
地震動 

(*6) 
 

適用範囲 
検討用 
地震動 

(*6) 
 

Ｓ （ⅵ） 
原子炉冷却材バウンダ
リ破損事故の際に障壁
となり、放射性物質の放
散を直接防ぐための施
設 

① 格納容器 
② 格納容器バウンダリに属する配管・弁 

① 電気計装設備（原子炉保護系（アイソ
レーション）に関するもの） 

１）機器・配管、電気計装設備等の支持構
造物 

 

１）原子炉建物 
２）原子炉附属建物 

SS 
SS 
 

１）主排気筒 
２）燃料交換機 
３） １次ナトリウム純化系

の一部 
４）１次ナトリウム充填・ド

レン系の一部 
５）１次アルゴンガス系の

一部 
６）窒素ガス予熱系の一部 
７）２次ナトリウム充填・ド

レン系の一部 
８）核燃料物質取扱設備の

一部 
９）格納容器雰囲気調整系 

の一部 
10）安全容器の呼吸系の一

部 
11）アルゴンガス供給設備

の一部 
12）窒素ガス供給設備の一

部 
13）格納容器内雰囲気調整
系再循環空調機 

SS 

SS 

SS 
 
SS 
 
SS 
 
SS 
SS 
 
SS 
 
SS 
 
SS 
 
SS 
 
SS 
 
SS 
 

（ⅶ） 
放射性物質の放出を伴
うような事故の際にそ
の外部放散を抑制する
ための施設で、上記（ⅵ）
以外の施設 

① 核燃料物質取扱設備 
 １）燃料出入機のうち、コフィン 
 ２）トランスファロータのうち、本体及

びケーシング 
 ３）燃料取扱用キャスクカーのうち、キ

ャスク 
 ４）ナトリウム洗浄装置のうち、燃料洗

浄槽 
 ５）燃料集合体缶詰装置のうち、回転移

送機 

 １）機器・配管、電気計装設備等の支持構
造物 

 

１）原子炉建物 
２）原子炉附属建物 

SS 
SS 
 

１）燃料出入機 
２）燃料取扱用キャスクカ
ー（キャスクを除く。） 

 

SS 
SS 
 
 

（ⅷ） 
その他 

① 中央制御室 
② 非常用ディーゼル電源系（上記（ⅰ）
～（ⅷ）に関連するもの） 

③ 交流無停電電源系（上記（ⅰ）～（ⅷ）
に関連するもの） 

④ 直流無停電電源系（上記（ⅰ）～（ⅷ）
に関連するもの） 

⑤ 補機冷却設備（上記（ⅰ）～（ⅶ）に
関連するもの） 

⑥ 空調換気設備（上記（ⅰ）～（ⅶ）に
関連するもの） 

 １）機器・配管、電気計装設備等の支持構
造物 

 

１）原子炉建物 
２）原子炉附属建物 
３）主冷却機建物 

SS 
SS 
SS 
 

１）原子炉附属建物空調換
気設備燃料洗浄室系及び
水冷却池室系給気ダクト
の一部 

２）１次ナトリウム純化系
コールドトラップ冷却窒
素ガス冷却器 

SS 
 
 
 
SS 
 

(*1) 主要設備とは、当該機能に直接的に関連する設備をいう。 

(*2) 補助設備とは、当該機能に間接的に関連し、主要設備の補助的役割を持つ設備をいう。 

(*3) 直接支持構造物とは、主要設備、補助設備に直接取り付けられる支持構造物若しくはこれらの設備の荷重を直接的に受ける支持構造物をいう。 

(*4) 間接的支持構造物とは、直接支持構造物から伝達される荷重を受ける構造物（建物・構築物）をいう。 

(*5) 波及的影響を考慮すべき設備とは、下位の耐震クラスに属するものの破損によって上位の分類に属するものに波及的影響を及ぼすおそれのある設備をいう。 

(*6) Ss：基準地震動 Ssにより定まる地震力。 

 SB：耐震Ｂクラス施設に適用される静的地震力。 

 SC：耐震Ｃクラス施設に適用される静的地震力。 
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第 1.3.1表(4) クラス別施設 

クラス クラス別施設 
主要設備(*1) 補助設備(*2) 直接支持構造物(*3) 間接支持構造物(*4) 波及的影響を考慮すべき設備(*5) 

適用範囲 適用範囲 適用範囲 適用範囲 
検討用 
地震動 

(*6) 
 

適用範囲 
検討用 
地震動 

(*6) 
 

Ｂ 
 

（ⅰ） 
１次冷却材を内蔵して
いるか、又は内蔵しうる
施設で、Ｓクラス以外の
施設 

① １次ナトリウム純化系のうち、１次冷
却材を内蔵しているか、又は内蔵し得る
容器・配管・ポンプ・弁（ただし、計装
等の小口径のものを除く。） 

② １次オーバフロー系のうち、１次冷却
材を内蔵しているか、又は内蔵し得る容
器・配管・ポンプ・弁（ただし、計装等
の小口径のものを除く。） 

③ １次ナトリウム充填・ドレン系のうち、
１次冷却材を内蔵しているか、又は内蔵
し得る容器・配管・弁（Ｓクラスに属す
るもの及び計装等の小口径のものを除
く。） 

 １）機器・配管、電気計装設備等の支持構
造物 

 

１）原子炉建物 
２）原子炉附属建物 

SB 
SB 
 
 

 
 

 
 

（ⅱ） 
２次冷却材を内蔵して
いるか、又は内蔵しうる
施設で、Ｓクラス以外の
施設 

① ２次ナトリウム純化系のうち、２次冷
却材を内蔵しているか、又は内蔵し得る
容器・配管・ポンプ・弁（Ｓクラスに属
するもの及び計装等の小口径のものを除
く。） 

② ２次補助冷却系のうち、２次冷却材を
内蔵しているか、又は内蔵し得る容器・
配管・ポンプ・弁（Ｓクラスに属するも
の及び計装等の小口径のものを除く。） 

③ ２次ナトリウム充填・ドレン系のうち、
２次冷却材を内蔵しているか、又は内蔵
し得る容器・配管・弁（Ｓクラスに属す
るもの及び計装等の小口径のものを除
く。） 

 １）機器・配管、電気計装設備等の支持構
造物 

 

１）原子炉建物 
２）原子炉附属建物 
３）主冷却機建物 

SB 
SB 
SB 
 

 
 

 
 

（ⅲ） 
原子炉カバーガス等の
バウンダリを構成する
機器・配管系 

① １次アルゴンガス系 
 １）原子炉カバーガスのバウンダリに属

する容器・配管・弁（ただし、計装等
の小口径のものを除く。） 

② 回転プラグ（ただし、計装等の小口径
のものを除く。） 

 １）機器・配管、電気計装設備等の支持構
造物 

 

１）原子炉建物 
２）原子炉附属建物 

SB 
SB 
 

 
 

 
 

（ⅳ） 
放射性廃棄物を内蔵し
ている施設（ただし、内
蔵量が少ないか又は貯
蔵方式により、その破損
によって公衆に与える
放射線の影響が年間の
周辺監視区域外の許容
被ばく線量に比べ十分
小さいものは除く。） 

① 気体廃棄物処理設備 
② 液体廃棄物処理設備 
③ 液体廃棄物貯蔵設備 

 １）機器・配管、電気計装設備等の支持構
造物 

 

１）原子炉附属建物 
２）第一使用済燃料貯蔵建物 
３）第二使用済燃料貯蔵建物 
４）廃棄物処理建物 
５）メンテナンス建物 
 

SB 
SB 

SB 

SB 
SB 

 
 

 
 

(*1) 主要設備とは、当該機能に直接的に関連する設備をいう。 

(*2) 補助設備とは、当該機能に間接的に関連し、主要設備の補助的役割を持つ設備をいう。 

(*3) 直接支持構造物とは、主要設備、補助設備に直接取り付けられる支持構造物若しくはこれらの設備の荷重を直接的に受ける支持構造物をいう。 

(*4) 間接的支持構造物とは、直接支持構造物から伝達される荷重を受ける構造物（建物・構築物）をいう。 

(*5) 波及的影響を考慮すべき設備とは、下位の耐震クラスに属するものの破損によって上位の分類に属するものに波及的影響を及ぼすおそれのある設備をいう。 

(*6) Ss：基準地震動 Ssにより定まる地震力。 

 SB：耐震Ｂクラス施設に適用される静的地震力。 

 SC：耐震Ｃクラス施設に適用される静的地震力。 
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第 1.3.1表(5) クラス別施設 

クラス クラス別施設 
主要設備(*1) 補助設備(*2) 直接支持構造物(*3) 間接支持構造物(*4) 波及的影響を考慮すべき設備(*5) 

適用範囲 適用範囲 適用範囲 適用範囲 
検討用 
地震動 

(*6) 
 

適用範囲 
検討用 
地震動 

(*6) 
 

Ｂ 
 

（ⅴ） 
放射性廃棄物以外の放
射性物質に関連した設
備で、その破損により公
衆及び従業員に過大な
放射線被ばくを与える
可能性のある施設で、Ｓ
クラス以外の施設 

① 核燃料物質取扱設備（Ｓクラスに属す
るものを除く。） 

② 放射線低減効果の大きい遮蔽（安全容
器及びコンクリート遮へい体冷却系を含
む。） 

 １）機器・配管、電気計装設備等の支持構
造物 

 

１）原子炉建物 
２）原子炉附属建物 

SB 
SB 
 

 
 

 
 

（ⅵ） 
使用済燃料を貯蔵する
ための施設で、Ｓクラス
以外の施設 

① 第一使用済燃料貯蔵建物使用済燃料貯
蔵設備 

 １）貯蔵ラック 
 ２）水冷却池 
② 第二使用済燃料貯蔵建物使用済燃料貯
蔵設備 

 １）貯蔵ラック 
 ２）水冷却池 

  １）第一使用済燃料貯蔵建物 
２）第二使用済燃料貯蔵建物 

SB 
SB 

  

（ⅶ） 
使用済燃料を冷却する
ための施設 

① 原子炉附属建物水冷却池水冷却浄化設
備 

② 第一使用済燃料貯蔵建物水冷却池水冷
却浄化設備 

③ 第二使用済燃料貯蔵建物水冷却池水冷
却浄化設備 

 １）機器・配管、電気計装設備等の支持構
造物 

 

１）原子炉附属建物 
２）第一使用済燃料貯蔵建物 
３）第二使用済燃料貯蔵建物 

SB 
SB 
SB 
 

 
 

 
 

（ⅷ） 
放射性物質の放出を伴
うような事故の際にそ
の外部放散を抑制する
ための施設で、Ｓクラス
以外の施設 

① 外周コンクリート壁 
② アニュラス部排気系 
 １）アニュラス部排気系（アニュラス部
常用排気フィルタを除く。）(*7) 

③ 非常用ガス処理装置(*7) 
④ 主排気筒  

 １）機器・配管、電気計装設備等の支持構
造物 

 

１）原子炉建物 
２）原子炉附属建物 

SB 
SB 
 

 
 

 
 

（ⅸ） 
その他 

① 中央制御室（Ｓクラスに属するものを
除く。） 

② 非常用ディーゼル電源系（Ｓクラスに
属するものを除く。） 

③ 交流無停電電源系（Ｓクラスに属する
ものを除く。） 

④ 直流無停電電源系（Ｓクラスに属する
ものを除く。） 

⑤ 電気計装設備（事故時監視計器の一部） 
⑥ 補機冷却設備（上記（ⅰ）～（ⅶ）に
関連するもの） 

⑦ 空調換気設備（上記（ⅰ）～（ⅶ）に
関連するもの） 

 １）機器・配管、電気計装設備等の支持構
造物 

 

１）原子炉建物 
２）原子炉附属建物 
３）主冷却機建物 

SB 
SB 
SB 

  

(*1) 主要設備とは、当該機能に直接的に関連する設備をいう。 

(*2) 補助設備とは、当該機能に間接的に関連し、主要設備の補助的役割を持つ設備をいう。 

(*3) 直接支持構造物とは、主要設備、補助設備に直接取り付けられる支持構造物若しくはこれらの設備の荷重を直接的に受ける支持構造物をいう。 

(*4) 間接的支持構造物とは、直接支持構造物から伝達される荷重を受ける構造物（建物・構築物）をいう。 

(*5) 波及的影響を考慮すべき設備とは、下位の耐震クラスに属するものの破損によって上位の分類に属するものに波及的影響を及ぼすおそれのある設備をいう。 

(*6) Ss：基準地震動 Ssにより定まる地震力。 

 SB：耐震Ｂクラス施設に適用される静的地震力。 

 SC：耐震Ｃクラス施設に適用される静的地震力。 

(*7) 基本的に、基準地震動による地震力に対して機能を喪失しないように整備する。ここで、アニュラス部排風機は、基準地震動による地震力により、ベルトが外れ、動的機能維持が難

しいため、基準地震動による地震力に対して機能を喪失しないように整備するものの対象外とするが、当該施設の補修（ベルトの再装着）の措置を講じることで、機能を復旧できるも

のとする。 
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第 1.3.1表(6) クラス別施設 

クラス クラス別施設 
主要設備(*1) 補助設備(*2) 直接支持構造物(*3) 間接支持構造物(*4) 波及的影響を考慮すべき設備(*5) 

適用範囲 適用範囲 適用範囲 適用範囲 
検討用 
地震動 

(*6) 
 

適用範囲 
検討用 
地震動 

(*6) 
 

Ｃ Ｓクラス及びＢクラス
以外の施設 

① 固体廃棄物貯蔵設備 
② 新燃料貯蔵設備 
③ 主送風機 
④ 電気計装設備（Ｓクラス及びＢクラス
に属するものを除く。） 

⑤ 補機系設備（Ｓクラス及びＢクラスに
属するものを除く。） 

⑥ 空調系設備（Ｓクラス及びＢクラスに
属するものを除く。） 

⑦ 消火設備 
⑧ その他 

 １）機器・配管、電気計装設備等の支持構
造物 

 

１）原子炉建物 
２）原子炉附属建物 
３）第一使用済燃料貯蔵建物 
４）第二使用済燃料貯蔵建物 
５）廃棄物処理建物 
６）旧廃棄物処理建物 
７）メンテナンス建物 
 
 

SC 
SC 
SC 
SC 
SC 
SC 
SC 
 

  

(*1) 主要設備とは、当該機能に直接的に関連する設備をいう。 

(*2) 補助設備とは、当該機能に間接的に関連し、主要設備の補助的役割を持つ設備をいう。 

(*3) 直接支持構造物とは、主要設備、補助設備に直接取り付けられる支持構造物若しくはこれらの設備の荷重を直接的に受ける支持構造物をいう。 

(*4) 間接的支持構造物とは、直接支持構造物から伝達される荷重を受ける構造物（建物・構築物）をいう。 

(*5) 波及的影響を考慮すべき設備とは、下位の耐震クラスに属するものの破損によって上位の分類に属するものに波及的影響を及ぼすおそれのある設備をいう。 

(*6) Ss：基準地震動 Ssにより定まる地震力。 

 SB：耐震Ｂクラス施設に適用される静的地震力。 

 SC：耐震Ｃクラス施設に適用される静的地震力。 
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添付５－３ 

 

（反応度制御系統） 

第十九条 試験研究用等原子炉施設には、次に掲げるところにより、反応度制御系統を設けなけれ

ばならない。 

一 通常運転時に予想される温度変化、キセノンの濃度変化、実験物（構造材料その他の実験の

ために使用されるものをいう。以下同じ。）の移動その他の要因による反応度変化を制御でき

るものとすること。 

二 制御棒を用いる場合にあっては、次に掲げるものであること。 

イ 炉心からの飛び出し、又は落下を防止するものとすること。 

ロ 当該制御棒の反応度添加率は、原子炉停止系統の停止能力と併せて、想定される制御棒の

異常な引き抜きが発生しても、燃料の許容設計限界を超えないものとすること。 

 

適合のための設計方針 

 

一 について 

原子炉施設には、反応度制御系統及び原子炉停止系統として、制御棒及び制御棒駆動系を設ける。

制御棒及び制御棒駆動系は、通常運転時に予想される温度変化、実験物の移動その他の要因による

反応度変化を制御できるように設計する。 

炉心の反応度（原子炉の出力）は、エクステンションロッドと一体となった制御棒を、制御棒駆

動機構のケーシングに収納された駆動電動機（三相誘導電動機）により、減速機を介して、外側エ

クステンションロッドに接続されたボールナットスクリュを回転させることで、上下駆動し、制御

棒の位置を調整することで制御する（ボールナットスクリュ方式）。 

照射燃料集合体、材料照射用反射体、照射用実験装置及びＲＩ生産用実験装置においては、燃料

又は照射物の過度の溶融又は分解を生じないように、及び冷却材の沸騰が生じないように設計す

るものとしている。また、原子炉運転中に試料部を案内管内で可動できるものにあっては、試料部

を可動させても、炉心の核特性に有意な影響を与えないものとしている。なお、高速炉の炉心の特

徴として、キセノンの濃度変化による反応度変化は無視できる程度となる。 

 

二 について 

 イ 炉心からの飛び出しを防止するために、制御棒は、ハンドリングヘッドにおいて、制御棒駆

動機構上部案内管に収納されるエクステンションロッドを介して、制御棒駆動機構に吊り下げら

れる構造とする。なお、駆動電動機に設けられた電磁ブレーキにより、制御棒上下駆動の停止及び

停止中の位置保持が行われる。 

 

 ロ 制御棒の反応度添加率は、その停止能力（原子炉停止系統）と併せて、想定される制御棒の

異常な引き抜きが発生しても、燃料の許容設計限界を超えないものとする。制御棒による最大反応

度添加率は約 0.00016Δk/k/sである。「添付書類 10 2.運転時の異常な過渡変化 2.2 未臨界状

態からの制御棒の異常な引抜き」及び「添付書類 10 2.運転時の異常な過渡変化 2.3 出力運転
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中の制御棒の異常な引抜き」に示すように、制御棒の反応度添加率は、その停止能力と併せて、想

定される制御棒の異常な引き抜きが発生しても、燃料の許容設計限界を超えない。 

 

   

 添付書類八の以下の項目参照 

3. 原子炉本体 

6. 計測制御系統施設 

 

   

 

   

 添付書類十の以下の項目参照 

2. 運転時の異常な過渡変化 

3. 設計基準事故 
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添付５－４ 

 

（実験設備等） 

第二十九条 試験研究用等原子炉施設に設置される実験設備（試験研究用等原子炉を利用して材

料試験その他の実験を行う設備をいう。）及び利用設備（試験研究用等原子炉を利用して分析、

放射性同位元素の製造、医療その他の行為を行うための設備をいう。）（以下「実験設備等」と

総称する。）は、次に掲げるものでなければならない。 

一 実験設備等の損傷その他の実験設備等の異常が発生した場合においても、試験研究用等原

子炉の安全性を損なうおそれがないものとすること。 

二 実験物の移動又は状態の変化が生じた場合においても、運転中の試験研究用等原子炉に反

応度が異常に投入されないものとすること。 

三 放射線又は放射性物質の著しい漏えいのおそれがないものとすること。 

四 試験研究用等原子炉施設の健全性を確保するために実験設備等の動作状況、異常の発生状

況、周辺の環境の状況その他の試験研究用等原子炉の安全上必要なパラメータを原子炉制御室

に表示できるものとすること。 

五 実験設備等が設置されている場所は、原子炉制御室と相互に連絡することができる場所と

すること。 

 

適合のための設計方針 

 

一、二及び三 について 

実験設備及び利用設備（以下「実験設備等」という。）は、計測線付実験装置、照射用実験装置

及びＲＩ生産用実験装置から構成する。実験設備等は、実験設備等の損傷その他の実験設備等の異

常が発生した場合においても、原子炉の安全性を損なうおそれがないように、かつ、実験物の移動

又は状態の変化が生じた場合においても、運転中の原子炉に反応度が異常に投入されないように、

また、放射線又は放射性物質の著しい漏えいのおそれがないように設計する。 

 

四及び五 について 

計測線付実験装置は、上部構造、案内管及び試料部から構成する。計測線付実験装置の案内管及

び試料部は、炉心の核熱特性に影響を与えない範囲で、炉心内の任意の位置に装荷する。また、計

測線付実験装置は、試料部等に検出器を取り付け、計測線を、上部構造を通じて原子炉容器外に取

り出すことで、照射中の温度等をオンラインで測定できるものとし、原子炉施設の健全性を確保す

るために当該実験装置の動作状況、異常の発生状況、周辺の環境の状況その他の原子炉の安全上必

要なパラメータを有する場合には、これらを中央制御室に表示できるものとする。なお、計測線付

実験装置は、試験目的に応じ、原子炉運転中に試料部を案内管内で可動できる構造とする。試料部

を可動するための設備は、中央制御室と相互に連絡することができる場所に設置するものとする。 

照射用実験装置は、本体設備と必要に応じてスペクトル調整設備で構成される。本体設備は、照

射試料を内包した構造を有しており、照射試料は、照射物を照射試料キャプセルに密封した構造を
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有する。本体設備は、炉心の核熱特性に影響を与えない範囲で、炉心内の任意の位置に装荷して使

用する。スペクトル調整設備は、照射試験の目的に応じて、照射位置における中性子スペクトルを

調整するため、炉心の核熱特性に影響を与えない範囲で、本体設備の周囲に装荷する（炉心燃料領

域を除く。）。 

ＲＩ生産用実験装置は、ＲＩ生産用キャプセル、ステンレス鋼の六角形のラッパ管、エントラン

スノズル、ハンドリングヘッド等から構成する。ＲＩ生産用実験装置は、照射試料を内包した構造

を有しており、照射試料は、照射物をＲＩ生産用キャプセルに密封した構造を有する。ＲＩ生産用

実験装置は、炉心の核熱特性に影響を与えない範囲で、炉心燃料領域に装荷する。 

 

   

 添付書類八の以下の項目参照 

10. その他試験研究用等原子炉の附属施設 
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3.2 炉心 

炉心は、ＭＫ－Ⅰ炉心からＭＫ－Ⅱ炉心へ変更された後、更に変更を加え、熱出力を 140MW

としたＭＫ－Ⅲ炉心に変更された。本申請書では、更に変更を加え、熱出力を 100MW とした

ＭＫ－Ⅳ炉心を対象とする。ＭＫ－Ⅳ炉心の構造等を以下に示す。 

（１）構造 

炉心は、六角形の燃料集合体及び反射体等を、第 3.2.1 図に示すように、蜂の巣状に配列

した構造で、内側燃料領域、外側燃料領域、軸方向反射体領域、半径方向反射体領域、半径

方向遮へい集合体領域及び熱遮へいペレット領域から構成し、全体をほぼ円柱形状とする。 

炉心燃料集合体は、内側燃料集合体及び外側燃料集合体から構成する。内側燃料領域は、

炉心第 0 列から炉心第 2 列に装荷される内側燃料集合体から構成する。外側燃料領域は、炉

心第 3 列から炉心第 5 列に装荷される外側燃料集合体から構成する。また、内側燃料領域及

び外側燃料領域の上下に熱遮へいペレット領域及び軸方向反射体領域を配置する。炉心燃料

集合体の装荷個数は、照射燃料集合体及び照射用実験装置の核分裂性物質量の変化、装荷位

置及び個数の変化等に対して、必要な反応度を維持するように調整される。 

また、炉心第 3 列には、制御棒 4 本が、炉心第 5 列には後備炉停止制御棒 2 本が配置され

る。制御棒及び後備炉停止制御棒の位置を第 3.2.1 図に示す。なお、制御棒は、通常運転時

において、ほぼ等しい引き抜き位置にあるように、後備炉停止制御棒は、全引き抜き位置に

あるように操作される。 

半径方向反射体領域及び半径方向遮へい集合体領域は、燃料集合体装荷位置の外周 3 層及

び最外周 2層に配置される反射体及び遮へい集合体から構成する。 

反射体は、炉心燃料集合体の周囲に配置され、半径方向反射体領域を構成し、炉心から漏

えいする中性子を散乱反射し、炉心内の中性子束分布を平坦化するとともに、透過中性子量

を低減する遮蔽体としての役割を有する。反射体は、炉心第 5 列から炉心第 6 列に装荷され

る内側反射体、炉心第 6列から炉心第 8列に装荷される外側反射体（Ａ）、及び原子力材料の

照射を目的として装荷される材料照射用反射体から構成する。 

遮へい集合体は、反射体の外側に配置され、炉心から漏えいする中性子を吸収し、透過中

性子量を低減する遮蔽体としての役割を有する。遮へい集合体は、炉心第 9列から炉心第 10

列に装荷される。 

炉心第 7 列には、中性子源 1 体が配置され、原子炉の起動時に、炉心に中性子を供給する

役割を有する。 

また、照射燃料集合体、材料照射用反射体、照射用実験装置及びＲＩ生産用実験装置は、

それらの装荷により炉心の核熱特性に過大な影響を与えないように、装荷位置及び装荷個数

を決定する。なお、照射燃料集合体及びＲＩ生産用実験装置は燃料集合体装荷位置に、材料

照射用反射体及び照射用実験装置は、試験の目的に応じて、燃料集合体装荷位置、反射体装

荷位置及び遮へい集合体装荷位置に配置される。 

炉心は、予想される全ての運転範囲において、原子炉出力の過渡的変化に対し、燃料集合

体の損傷を防止又は緩和するため、燃料温度係数、冷却材温度係数及びナトリウムボイド反
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応度等を総合した反応度フィードバックが急速な固有の出力抑制効果を有するとともに、出

力振動が発生した場合にあっても、燃料の許容設計限界を超える状態に至らないように十分

な減衰特性を持ち、又は出力振動を制御し得るように設計する。また、燃料集合体、反射体

及び遮へい集合体並びに炉心構造物等は、通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計

基準事故時において、原子炉を安全に停止し、かつ、停止後に炉心の冷却機能を維持できる

ように設計する。炉心の主要寸法を以下に示す。 

 

炉心燃料領域高さ 約 50cm 

     炉心燃料領域等価直径（最大） 約 78cm 

     軸方向反射体領域等価厚さ 上部 約 30cm 

                  下部 約 38cm 

半径方向反射体領域等価厚さ（最小） 約 24cm 

半径方向遮へい集合体領域等価厚さ 約 13cm 

炉心構成要素ピッチ 約 81.5mm 

 

（２）燃料集合体の最大挿入量 

燃料集合体の最大個数、炉心燃料領域核分裂性物質量（最大）及び熱遮へいペレット領域

核分裂性物質量（最大）を以下に示す。なお、照射燃料集合体は、炉心燃料領域に装荷する

ものとする。燃料集合体の種類毎の最大個数を第 3.2.1表に示す。 

燃料集合体の最大個数 79体 

炉心燃料集合体の最大個数 79体 

照射燃料集合体の最大個数 4体 

炉心燃料領域核分裂性物質量（最大） 

      239Pu＋241Pu 約 150kg 

      235Ｕ 約 100kg 

     熱遮へいペレット領域核分裂性物質量（最大） 

      天然ウラン 約 1kg 

      劣化ウラン 約 50kg 

照射燃料集合体の 1 体当たりの核分裂性物質量は、炉心燃料集合体のそれを超えないもの

とする。また、Ｂ型、Ｃ型及びＤ型照射燃料集合体のそれぞれの 1 体当たりの核分裂性物質

量は、Ａ型照射燃料集合体のそれの最大を超えないものとする。なお、照射用実験装置を半

径方向反射体領域、半径方向遮へい集合体領域に装荷した場合にあっては、炉心燃料領域及

び熱遮へいペレット領域の核分裂性物質量に、半径方向反射体領域及び半径方向遮へい集合

体領域の核分裂性物質量を加えても、核分裂性物質の全挿入量を超えないものとする。 

また、材料照射用反射体は、炉心燃料領域又は反射体領域に装荷され、原子力材料（ステ

ンレス鋼又は制御棒用材料等）の照射試験に用いられる。炉心燃料領域に装荷する材料照射

用反射体は最大 1体とする。ラッパ管内には、原子力材料の照射用試験片が収納される。 

なお、炉心燃料領域に計測線付実験装置を装荷する場合は、材料照射用反射体との合計を

最大 1 体とする。制御棒用材料を照射する材料照射用反射体の装荷は反射体領域に限る。反
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射体領域に装荷する材料照射用反射体及び照射用実験装置（本体設備）は、炉心の 6 方向の

各領域で最大 1 体までとする。また、反射体領域に装荷する照射用実験装置（本体設備）の

周囲に設置する照射用実験装置（スペクトル調整設備）は最大 6体とする。 

なお、照射燃料集合体、材料照射用反射体、照射用実験装置及びＲＩ生産用実験装置は、

制御棒及び後備炉停止制御棒の隣接位置に装荷しないものとする。 

照射燃料集合体及び炉心燃料領域に装荷する材料照射用反射体の装荷範囲を第 3.2.2 図に

示す。 

反射体領域に装荷する材料照射用反射体及び照射用実験装置の装荷範囲を第 3.2.3 図に示

す。 
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第 3.2.1図 標準平衡炉心構成図 
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第 3.2.2図 照射燃料集合体及び材料照射用反射体（炉心燃料領域）の装荷範囲 
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第 3.2.3図 反射体領域の材料照射用反射体及び照射用実験装置の装荷範囲 
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3.3 炉心構成 

「常陽」は、高速炉開発に係る燃料や材料の照射試験、放射性同位元素の生産等を運転目的と

しており、炉心は、炉心燃料集合体だけでなく、照射試料を有する照射燃料集合体等を含む。ま

た、照射燃料集合体等は、試験目的に応じて装荷位置を変更する。 

炉心構成は、運転サイクルにより変動する。一方、設置変更許可段階の炉心設計に当たっては、

運転上の制限又は条件の範囲を定めるため、設計用の代表的な炉心構成の設定を必要とする。設

置変更許可段階における炉心の設計にあたっては、燃料交換による反応度変化及び取り出した炉

心燃料集合体の平均燃焼度がほぼ平衡に達した炉心（以下「標準平衡炉心」という。）を設定する

（炉心構成：第 3.2.1図参照）。 

標準平衡炉心は、運転上の制限又は条件の範囲を定めるため、照射燃料集合体、材料照射用反

射体、照射用実験装置及びＲＩ生産用実験装置の装荷パターンが異なる他の炉心の核熱特性を代

表するものとして選定したものであり、Ｃ型照射燃料集合体 1 体を炉心第 3 列に、Ｂ型照射燃料

集合体 2体をそれぞれ 1体ずつ炉心第 1 列と炉心第 3 列に、材料照射用反射体 1 体を炉心第 1 列

に装荷したものとしている。標準平衡炉心の構成要素の内訳を第 3.3.1表に示す。 

炉心燃料集合体の交換計画は、炉心燃料集合体について、一様かつ高い燃焼度が得られるよう

に、また、出力分布の変動が小さくなるように策定する。原子炉の運転サイクルは、約 60日間の

定格出力運転期間及び約 19 日間の休止期間（出力上昇及び出力降下期間を含む。）を合計した約

2.5ヶ月／サイクルを標準とし、出力分布に応じて 5～9バッチの分散方式で、炉心燃料集合体を

交換する。1サイクルあたりに取り出す炉心燃料集合体の個数は、平均約 10体となる。また、取

り出した炉心燃料集合体の燃焼度は、燃料集合体最高燃焼度を 80,000MWd/t、燃料要素最高燃焼度

を 90,000MWd/t とし、平均で約 60,000MWd/t となる。なお、標準平衡炉心は、設置変更許可段階

の設計用炉心構成であり、全て新燃料の状態を仮想し、平衡に至るまで炉心燃料集合体を交換し

たものである。 

実炉心におけるＭＫ－Ⅳ炉心への移行は、燃料仕様がＭＫ－Ⅲ炉心と同じであり、継続使用す

ることを踏まえ、一部内側燃料集合体の脱荷、一部外側燃料集合体の内側反射体への交換等によ

り達成する。すでに燃焼が進んでいることから、ＭＫ－Ⅳ炉心は、平衡炉心組成に近い状態から

開始することとなる。 

設置変更許可段階の炉心設計にあっては、標準平衡炉心を用いて、以下の運転上の制限又は条

件の範囲を定める。 

・ 過剰反応度 

・ 反応度制御能力（主炉停止系）／反応度停止余裕（主炉停止系） 

・ 最大反応度添加率（主炉停止系） 

・ 反応度制御能力（後備炉停止系）／反応度停止余裕（後備炉停止系） 

・ 反応度係数（ドップラ係数、燃料温度係数、構造材温度係数、冷却材温度係数、炉心支持

板温度係数、ナトリウムボイド係数） 

これらの運転上の制限又は条件は、不確かさ・余裕を考慮して評価した核特性範囲の上限値又

は下限値等を使用するものとし、設置変更許可段階では、当該上下限値を保守的に組み合わせた
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条件で安全評価を実施し、運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故時においても、原子炉冷却

系統、原子炉停止系統、反応度制御系統、計測制御系統及び安全保護回路の機能と併せて機能す

ることにより、燃料の許容設計限界（熱設計基準値）を超えないことを確認することで、炉心構

成が運転サイクルで変動する場合にあっても、以下に示す後段規制において、運転上の制限又は

条件の範囲内にあることを確認することで、炉心の安全性を担保することができるものとしてい

る。 

照射燃料集合体、材料照射用反射体、照射用実験装置及びＲＩ生産用実験装置は、「核原料物質、

核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」の第 27条に基づく設計及び工事の計画において、照

射試験の目的に応じた装荷位置を決定し、その装荷パターンに応じた原子炉施設の炉心構成にお

ける燃料集合体の装荷個数、過剰反応度、反応度制御能力、反応度添加率及び反応度停止余裕を

運転上の制限又は条件の範囲内になるように設計する。 

当該照射燃料集合体等の装荷による核熱特性への影響は、設置変更許可段階での評価結果に包

絡されるため、運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故時においても、原子炉冷却系統、原子

炉停止系統、反応度制御系統、計測制御系統及び安全保護回路の機能と併せて機能することによ

り、燃料の許容設計限界（熱設計基準値）を超えない。 

運転における炉心は、炉心構成、核的制限値、熱的制限値、炉心特性の範囲において構成する。

なお、核的制限値は、燃料集合体の装荷個数、過剰反応度、反応度制御能力及び反応度添加率に

対する制限値である。炉心構成の運用の手続きについては、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉

の規制に関する法律」の第 37条に基づく原子炉施設保安規定に定める。 

運転段階においても、原子炉施設保安規定に基づき、サイクル運転に先立ち、炉心構成の制限

事項（個数、熱的制限値、核的制限値）の遵守や核特性への影響が所定の範囲内であることを評

価・確認するため、運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故時においても、原子炉冷却系統、

原子炉停止系統、反応度制御系統、計測制御系統及び安全保護回路の機能と併せて機能すること

により、燃料の許容設計限界（熱設計基準値）を超えない。 

 

 

第 3.3.1表  標準平衡炉心の構成要素の内訳 

炉心構成要素 装荷個数（体） 

炉心燃料集合体 

 

照射燃料集合体 

制御棒 

後備炉停止制御棒 

反射体 

材料照射用反射体 

遮へい集合体 

中性子源 

内側 17 

外側 58 

3 

4 

2 

131 

1 

96 

1 
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4.1 概要 

原子炉施設には、核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設として、核燃料物質取扱設備及び核燃料

物質貯蔵設備を設ける。また、新燃料及び使用済燃料を取り扱う場所にあっては、当該場所の放

射線量の異常を検知し、警報を発することができる設備を、また、崩壊熱を除去する機能の喪失

を検知する必要がある場合には、当該場所の温度の異常を検知し、警報を発することができる設

備を設ける。 

核燃料物質取扱設備は、新燃料の搬入から使用済燃料の搬出までの取扱いにおいて、関連する

機器等を連携し、当該燃料集合体等を搬入及び搬出するためのものである。 

核燃料物質取扱設備は、燃料集合体等が臨界に達するおそれがないように設計する。一つの操

作で取り扱う燃料集合体等は、1体とする（ただし、トランスファロータでの燃料集合体等の移送

を除く。）。 

また、崩壊熱により燃料集合体等が溶融しないように設計する。燃料出入機及びトランスファ

ロータでは、燃料集合体等をポット（ナトリウムを保有）に収納した状態で取り扱う。燃料取扱

用キャスクカーでは、アルゴンガス循環装置により内部のアルゴンガスを循環する。ナトリウム

洗浄装置では、アルゴンガスを循環させることで、使用済燃料等を冷却しつつ、徐々に水蒸気を

供給することで、ナトリウムを安定化した後、最終的に水を用いて使用済燃料等を洗浄する。燃

料集合体缶詰装置では、使用済燃料等を缶詰缶に封入する。缶詰缶の内部には、水を充填する。

なお、ＲＩ生産用実験装置は、ナトリウム洗浄装置で洗浄し、燃料集合体缶詰装置の回転移送機

で乾燥させた後、燃料取扱用キャスクカーにより照射燃料集合体試験施設へ移送する。 

さらに、使用済燃料からの放射線に対して、十分な厚さを有する遮蔽構造を設け、適切な遮蔽

能力を確保した上で、燃料集合体等の取扱中における燃料集合体等の落下を防止できるように設

計する。 

核燃料物質貯蔵設備は、燃料集合体等を貯蔵するためのものである。核燃料物質貯蔵設備は、

必要な容量を有するように、使用済燃料貯蔵設備（第一使用済燃料貯蔵建物使用済燃料貯蔵設備

及び第二使用済燃料貯蔵建物使用済燃料貯蔵設備を除く。）は、常に、燃料集合体の最大挿入量（79

体）以上の燃料集合体を貯蔵することができる状態を維持する設計とする。 

また、核燃料物質貯蔵設備は、燃料集合体等が臨界に達するおそれがない（実効増倍率は 0.95

以下）ように設計する。原子炉附属建物新燃料検査貯蔵設備及び第一使用済燃料貯蔵建物新燃料

貯蔵設備にあっては、新燃料を貯蔵能力最大に収容した状態で万一当該設備が水で満たされると

いう厳しい状態を仮定しても、実効増倍率は 0.95以下に保つことができる設計とする。 

なお、これらの設備では、燃料集合体だけでなく、制御棒、反射体、遮へい集合体及び中性子

源等の炉心構成要素も取り扱う。 

燃料集合体等の取扱いに係る主な操作を以下に示す（燃料集合体等の主な取扱経路：第 4.1 図

参照）。また、主な核燃料物質取扱設備の配置を第 4.2図に示す。核燃料物質取扱設備及び核燃料

物質貯蔵設備の運用については、原子炉施設保安規定等に定める。 

（１）燃料受入れから新燃料貯蔵設備（原子炉附属建物新燃料検査貯蔵設備及び第一使用済燃料

貯蔵建物新燃料貯蔵設備）に貯蔵するまでの操作 
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新燃料等は、原子炉附属建物新燃料検査貯蔵設備にて受け入れ、開梱・検査された後、

貯蔵、又は第一使用済燃料貯蔵建物新燃料貯蔵設備に運搬・貯蔵される。 

照射燃料集合体については、照射装置組立検査施設にて組み立てられた後、原子炉附属

建物新燃料検査貯蔵設備に運搬・貯蔵される場合、及び照射燃料集合体試験施設にて組み

立てられた後、燃料取扱用キャスクカーにより受け入れる場合がある。 

なお、これらの操作は、原子炉の運転と無関係に行われる。 

（２）燃料交換操作 

新燃料は、燃料取扱用キャスクカーにより、原子炉附属建物新燃料貯蔵設備からトラン

スファロータに、次に、燃料出入機により、トランスファロータから炉内燃料貯蔵ラック

に移動され、燃料交換機により炉心に装荷される。 

使用済燃料は、上記の逆の手順で、燃料交換機により、炉心から炉内燃料貯蔵ラックに

移動され、60日以上冷却される（ただし、照射燃料集合体について、その試験の目的に応

じた適切な冷却期間を設定することは妨げない。）。その後、使用済燃料は、燃料出入機、

トランスファロータ、燃料取扱用キャスクカー、ナトリウム洗浄装置、燃料集合体缶詰装

置等を用いて、原子炉附属建物使用済燃料貯蔵設備に移動される。 

これらの操作は、事前に定めたスケジュールに基づき、原子炉停止中に行われる。 

また、一つの操作で取り扱う燃料集合体等は、1 体である（ただし、トランスファロー

タでの燃料集合体等の移送を除く。）。 

なお、核燃料物質取扱設備には、燃料受入貯蔵系用アルゴンガス系より、必要なアルゴ

ンガスが供給される（トランスファロータ軸シールガス、燃料取扱用キャスクカー内部雰

囲気ガス等）。また、その廃ガスは気体廃棄物処理設備に送られる。 

（３）原子炉附属建物使用済燃料貯蔵設備（水冷却池）からの搬出操作 

原子炉附属建物使用済燃料貯蔵設備で貯蔵された使用済燃料は、必要に応じて、検査又

は解体のため、水中で輸送容器に収納され、照射燃料集合体試験施設に運搬された後、原

子炉附属建物使用済燃料貯蔵設備若しくは第一使用済燃料貯蔵建物使用済燃料貯蔵設備

に運搬されるか又は原子炉附属建物使用済燃料貯蔵設備から第一使用済燃料貯蔵建物使

用済燃料貯蔵設備若しくは第二使用済燃料貯蔵建物使用済燃料貯蔵設備に運搬される。 

なお、照射燃料集合体試験施設で解体された使用済燃料の燃料要素のうち、破壊検査に

供したものについては、小径のステンレス鋼管に密封した後、他の燃料要素とともにステ

ンレス鋼製の缶に収納・溶接密封され、さらに缶詰缶に封入された状態で、原子炉附属建

物使用済燃料貯蔵設備又は第一使用済燃料貯蔵建物使用済燃料貯蔵設備に運搬される。 

また、使用済燃料は、燃料取扱用キャスクカーにより、原子炉附属建物使用済燃料貯蔵

設備を経由せずに、検査又は解体のため照射燃料集合体試験施設に運搬される場合若しく

は第一使用済燃料貯蔵建物使用済燃料貯蔵設備から照射燃料集合体試験施設に運搬

される場合もある。さらに、第一使用済燃料貯蔵建物使用済燃料貯蔵設備に貯蔵された

使用済燃料の一部も必要に応じて、第二使用済燃料貯蔵建物使用済燃料貯蔵設備に運搬さ

れる（第二使用済燃料貯蔵建物使用済燃料貯蔵設備に貯蔵された使用済燃料の一部を第一

使用済燃料貯蔵建物使用済燃料貯蔵設備に運搬する場合がある）。 

第一使用済燃料貯蔵建物使用済燃料貯蔵設備及び第二使用済燃料貯蔵建物使用済燃料
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貯蔵設備に貯蔵される使用済燃料は、原子炉附属建物使用済燃料貯蔵設備等で 1年以上冷

却貯蔵されたものとする。 

これらの運搬にあっては、輸送容器を使用する。 

貯蔵された使用済燃料等を再処理工場に運搬する場合には、使用済燃料等を収納容器に

収納し、トレーラ等にて運搬する。 

なお、これらの操作は、原子炉の運転と無関係に行われる。 

また、反射体及び遮へい集合体等についても、同様の手順で、核燃料物質取扱設備によ

り取り扱われる。 
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10.1 概要 

原子炉施設には、その他試験研究用等原子炉の附属施設の主要設備として、以下の設備等を設

ける。 

（１）非常用電源設備 

（２）常用電源 

（３）補機冷却設備 

（４）空調換気設備 

（５）ガス供給設備 

（６）脱塩水供給設備 

（７）圧縮空気供給設備 

（８）火災防護対策設備 

（９）通信連絡設備 

（10）多量の放射性物質等を放出する事故の拡大の防止のための資機材 

（11）実験設備及び利用設備 
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10.12 実験設備及び利用設備 

実験設備及び利用設備（以下「実験設備等」という。）は、計測線付実験装置、照射用実験装置

及びＲＩ生産用実験装置から構成する。実験設備等は、実験設備等の損傷その他の実験設備等の

異常が発生した場合においても、原子炉の安全性を損なうおそれがないように、かつ、実験物の

移動又は状態の変化が生じた場合においても、運転中の原子炉に反応度が異常に投入されないよ

うに、また、放射線又は放射性物質の著しい漏えいのおそれがないように設計する。 

 

10.12.1 計測線付実験装置 

計測線付実験装置は、高速増殖炉用機器・システム開発のための炉内試験等を行うための

設備であり、上部構造、案内管及び試料部から構成する。計測線付実験装置の案内管及び試

料部は、炉心の核熱特性に影響を与えない範囲で、炉心内の任意の位置に装荷する。また、

計測線付実験装置は、試料部等に検出器を取り付け、計測線を上部構造を通じて原子炉容器

外に取り出すことで、照射中の温度等をオンラインで測定できるものとし、原子炉施設の健

全性を確保するために当該実験装置の動作状況、異常の発生状況、周辺の環境の状況その他

の原子炉の安全上必要なパラメータを有する場合には、これらを中央制御室に表示できるも

のとする。なお、計測線付実験装置は、試験目的に応じ、原子炉運転中に試料部を案内管内

で可動できる構造とする。試料部を可動するための設備は、中央制御室と相互に連絡するこ

とができる場所に設置するものとする 。 

（１）上部構造 

上部構造は、炉心上部機構に取付けられ、試料部を保持するものであり、カバーガス

バウンダリや適切な遮蔽機能を有し、自己作動型炉停止機構開発のための炉内試験等

の実験の目的に応じ、試料部を案内管内で上下駆動できる構造とする（第 10.12.1図参

照）。 

（２）案内管 

上部案内管は、炉心上部機構に位置して、試料部と上部構造の一部を内包する。下部

案内管は、炉心支持板に保持され、試料部を導くものである。 

（３）試料部 

試料部には、試験目的に応じ、上部構造に設置した電磁石により保持できる試験体、

原子炉用構造材料等からなる照射試験片を収納した試験体及び熱電対等のモニタ類を

装備した試験体等を使用する。 

試料部は主に照射試験片と構造材からなる。計測線付実験装置のうち、原子炉運転中

に試料部を案内管内で可動できるものにあっては、試料部を可動させても、炉心の核特

性に有意な影響を与えないものとする。 

 

10.12.2 照射用実験装置 

（１）主要設備 

照射用実験装置は、高速増殖炉用燃料・材料の照射試験等を行うための設備であり、
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照射物には、燃料体に該当しない核燃料物質（プルトニウム、ウラン又はトリウムの単

体又は混合物の化合物又は金属）、マイナーアクチニド、核分裂生成物、高速炉用材料

等（これらの混合物を含む。）を使用する。 

照射用実験装置は、本体設備と必要に応じてスペクトル調整設備で構成される。本体

設備は、ステンレス鋼の六角形のラッパ管、エントランスノズル及びハンドリングヘッ

ドから構成し、照射試料をラッパ管に内包した構造を有する（第 10.12.2図参照）。照

射試料は、照射物をステンレス鋼の照射試料キャプセルに密封した構造を有する。核燃

料物質、マイナーアクチニド、核分裂生成物を装填する場合は、照射試料をＳＵＳ３１

６相当ステンレス鋼の外側容器に装填する。外側容器には開放型と密封型があり、先行

試験用γ型コンパートメントの内壁構造容器若しくは基礎試験用γ型コンパートメン

トの密封構造容器と同等の構造を有する。照射試料キャプセルの破損が生じた場合で

も、外側容器の健全性を確保する。内壁構造容器と同等の構造の外側容器を使用する場

合にあっては、外側容器の冷却材出口部を多数の小口径の孔とする等、万一、照射試料

キャプセルが破損した場合でも、炉心燃料集合体の冷却を阻害するおそれのある粒径

の照射試料粒子が照射用実験装置の外側へ漏れ出ない構造とする。主要仕様を第

10.12.1表に示す。 

スペクトル調整設備は、ステンレス鋼の六角形のラッパ管、エントランスノズル及び

ハンドリングヘッドから構成し、ベリリウム若しくは水素含有金属等をラッパ管に内

包した構造を有する。 

本体設備及びスペクトル調整設備の外形主要寸法は、ラッパ管を有する他の炉心構

成要素と同じである。 

本体設備は、炉心の核熱特性に影響を与えない範囲で、炉心内の任意の位置に装荷し

て使用する。スペクトル調整設備は、照射試験の目的に応じて、照射位置における中性

子スペクトルを調整するため、炉心の核熱特性に影響を与えない範囲で、本体設備の周

囲に装荷する（炉心燃料領域を除く。）。 

（２）設計方針 

（ⅰ）照射試料は、照射物を照射試料キャプセルに密封した構造とする。照射物に核燃料

物質、マイナーアクチニド、核分裂生成物を使用する場合には、照射試料を外側容器

に装填した構造とする。外側容器は、照射試料キャプセルの破損が生じた場合でも、

その健全性が確保される構造とするとともに、外側容器を密封若しくは外側容器の冷

却材出口部を多数の小口径の孔とする等、炉心燃料集合体の冷却を阻害するおそれの

ある粒径の照射試料が照射用実験装置の外側へ漏れ出ない構造とし、原子炉の安全機

能を損なうことがないようにする。 

（ⅱ）本体設備は、炉心燃料領域、半径方向反射体領域及び半径方向遮へい集合体領域に

装荷する。また、照射試験の目的に応じて、本体設備の周囲にスペクトル調整設備を

装荷する（炉心燃料領域を除く。）。ただし、本体設備及びスペクトル調整設備は、原

子炉の核熱特性に影響を与えないよう、「3.4.1 設計方針（核設計基準）」、「3.4.3 最

大過剰反応度及び反応度停止余裕」、「3.4.4 反応度係数」、「3.5.2 熱設計基準値及

び熱的制限値」及び「3.5.8 熱特性主要目」の記載値を超えないように装荷すること
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とし、原子炉の核熱特性に影響を与えないものとする。 

（ⅲ）核燃料物質を装填する場合にあっては、本体設備 1 体あたりの核分裂性物質量は、

炉心燃料集合体（内側）1 体あたりの核分裂性物質量の 15％を超えないものとする。 

炉心燃料領域に装荷する本体設備の最大装荷個数は、照射燃料集合体、照射用実験

装置及びＲＩ生産用実験装置の合計が 4体を超えないものとする。半径方向反射体領

域及び半径方向遮へい集合体領域の本体設備の核分裂性物質量は、炉心燃料領域の核

分裂性物質量との合計で「3.2 炉心」に記載された核分裂性物質の全挿入量を超え

ないものとする。 

上記制限により、放射線業務従事者に過度の放射線被ばくをもたらさないように

する。 

（ⅳ）照射用実験装置及び照射試料は、下記の方針を満足するように設計し、放射性物質

の著しい漏えいが生じないようにする。 

照射用実験装置 

ａ．照射用実験装置の輸送中又は取扱中に受ける通常の荷重並びに地震時の

荷重に対して、十分な強度を有するように設計する。 

ｂ．原子炉内における使用期間中の通常運転時及び運転時の異常な過渡変化

時において、照射用実験装置の構成部品にかかる荷重に対する応力計算値

は、ＡＳＭＥ Sec.Ⅲの基準に準拠して設定した値を満たすように設計す

る。 

ｃ．照射試料の異常時において、照射用実験装置の外側容器にかかる荷重に対

する応力計算値は、ＡＳＭＥ Sec.Ⅲの基準に準拠して設定した値を満た

すように設計する。 

照射試料 

ａ．照射物最高温度が溶融温度（熱分解するものの場合は、過度の分解が生じ

ない温度）を超えないように設計する。 

ｂ．核燃料物質、マイナーアクチニド、核分裂生成物を装填する場合の照射試

料キャプセルの内圧は、照射試料キャプセルにかかる引張応力を抑えるよ

うに低く設計する。 

ｃ．核燃料物質、マイナーアクチニド、核分裂生成物を装填する場合の照射試

料キャプセルの各部にかかる荷重に対する応力計算値は、ＡＳＭＥ Sec.

Ⅲの基準に準拠して設定した値を満たすように設計する。 

（ⅴ）スペクトル調整設備には、照射試験上、必要な量のベリリウム等を充填する。 

（３）照射試験上の制限 

（ⅰ）照射用実験装置の照射位置 

本体設備：炉心燃料領域、半径方向反射体領域及び半径方向遮へい集合体領域 

スペクトル調整設備：半径方向反射体領域及び半径方向遮へい集合体領域 

ただし、照射用実験装置は、原子炉の核熱特性に影響を与えないよう

装荷する。 

（ⅱ）照射用実験装置の最大発熱量 
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本体設備 1体あたりの最大発熱量：140kW 

（ⅲ）照射用実験装置の最大装荷個数 

炉心燃料領域に装荷する場合にあっては、 

最大装荷個数：照射燃料集合体、照射用実験装置及びＲＩ生産用実験装置の合

計 4体 

半径方向反射体領域及び半径方向遮へい集合体領域に装荷する場合にあっては、 

最大装荷個数（スペクトル調整設備を除く。）：6体 

（ⅳ）照射用実験装置の核分裂性物質量 

核燃料物質を装填する場合にあっては、本体設備 1体あたりの核分裂性物質量は、

炉心燃料集合体（内側）1 体あたりの核分裂性物質量の 15％を超えないものとする。

また、半径方向反射体領域及び半径方向遮へい集合体領域に装荷した本体設備と炉心

燃料領域の核分裂性物質量との合計で「3. 原子炉本体」に記載された核分裂性物質

の全挿入量を超えないものとする。 

（ⅴ）照射用実験装置の最高燃焼度 

最高燃焼度：200,000MWd/t（核分裂するものの場合） 

（４）評価 

（ⅰ）原子炉内における使用期間中、通常運転時及び運転時の異常な過渡変化時において、

照射試料の健全性は下記のように保たれる。 

ａ．照射物最高温度 

照射挙動が不明確な材料を用いる場合があるが、通常運転時の最大線出力密度

を制限するとともに、融点及び熱伝導度等を安全側に考慮して設計するため、過出

力時にあっても、照射物最高温度が溶融温度（熱分解するものの場合は、過度の分

解が生じない温度）を超えないようにすることができる。 

ｂ．照射試料キャプセルの内圧及び応力 

核燃料物質、マイナーアクチニド、核分裂生成物を装填した場合、照射試料キャ

プセルの内圧は、照射物から放出される核分裂生成ガス等によって生じ、燃焼とと

もに徐々に上昇するが、ガスプレナムの体積を十分大きくとることにより、照射試

料キャプセルの内圧は低い。 

照射試料キャプセルの応力は、燃焼初期においては小さい。また、燃焼に伴って

内圧が徐々に上昇するが、通常運転時における一次膜応力は照射試料キャプセル

の材料の強度を安全側に考慮して設定した Sm値より小さい。 

（ⅱ）照射用実験装置は、輸送中又は取扱中並びに通常運転時及び運転時の異常な過渡変

化時に種々の荷重が加わるが、これらの荷重に対して十分な強度を有している。 

核燃料物質、マイナーアクチニド、核分裂生成物を装填した照射用実験装置にあっ

ては、照射試料を外側容器に封入する。運転時の異常な過渡変化又は事故とあいまっ

て、万一、照射試料キャプセルが破損した際に発生する外側容器内の圧力に対し、外

側容器の肉厚を適切に設定するため、外側容器の健全性は確保される。 

（ⅲ）照射試料キャプセルは十分な強度を有するため、原子炉の安全機能を損なうことは

ない。また、外側容器は、万一、照射試料キャプセルの破損が生じた場合でも、その
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健全性が確保される構造としており、炉心燃料集合体の冷却を阻害するおそれのある

粒径の照射試料は照射用実験装置の外側へ漏れ出ることはなく、原子炉の安全機能を

損なうことはない。 

（ⅳ）照射用実験装置において、核燃料物質を装填する場合にあっては、1体あたりの核

分裂性物質量を、最大でも炉心燃料集合体（内側）1体あたりの核分裂性物質量の 15％

を超えないものとしており、放射線業務従事者に過度の放射線被ばくをもたらすこと

はない。また、照射用実験装置には、輸送又は取扱中並びに通常運転時及び運転時の

異常な過渡変化時に種々の荷重が加わるが、これらの荷重に対して十分な強度を有し

ており、放射性物質の著しい漏えいが生じることはない。 

 

10.12.3 ＲＩ生産用実験装置 

（１）主要設備 

ＲＩ生産用実験装置は、放射性同位元素の生産及び研究開発を行うための設備であ

り、ＲＩ生産用実験装置の照射物には、放射性同位元素又は放射性同位元素の原材料を

使用する。 

ＲＩ生産用実験装置は、ＲＩ生産用キャプセル、ステンレス鋼の六角形のラッパ管、

エントランスノズル、ハンドリングヘッド等から構成し、照射試料をラッパ管に内包し

た構造を有する。照射試料は、照射物をＲＩ生産用キャプセルに密封した構造を有す

る。ＲＩ生産用キャプセルは、照射物をステンレス鋼の管に挿入し、両端を溶接するこ

とで密封する。ＲＩ生産用キャプセルにはＩ型ＲＩ生産用キャプセルがある。Ｉ型ＲＩ

生産用キャプセルの照射物にはラジウム－２２６を使用する。ＲＩ生産用実験装置の

主要仕様を第 10.12.2表に、ＲＩ生産用キャプセルの主要仕様を第 10.12.3表に示す。 

ＲＩ生産用実験装置の外形主要寸法は、ラッパ管を有する他の炉心構成要素と同じ

である。 

（２）設計方針 

ＲＩ生産用実験装置及びＲＩ生産用キャプセルは、下記の方針を満足するように設

計し、放射性物質の著しい漏えいが生じないようにする。 

（ⅰ）ＲＩ生産用実験装置 

ａ．ＲＩ生産用実験装置の地震時の荷重に対して、十分な強度を有するように設計す

る。 

ｂ．原子炉内における使用期間中の通常運転時及び運転時の異常な過渡変化時におい

て、燃料集合体の構成部品にかかる荷重に対する応力計算値は、ＡＳＭＥ Sec.Ⅲ

の基準に準拠して設定した値を満たすように設計する。 

（ⅱ）I型ＲＩ生産用キャプセル 

ａ．照射物最高温度は、溶融温度以下となるように設計する。 

ｂ．ＲＩ生産用キャプセル内圧は、ＲＩ生産用キャプセルにかかる引張応力を抑え、

円周方向へのクリープ破断を生じないように十分低く設計する。 

ｃ．I型ＲＩ生産用キャプセルの各部にかかる荷重に対する応力計算値は、ＡＳＭＥ 

Sec.Ⅲの基準に準拠して設定した値を満たすように設計する。 
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（３）照射試験上の使用条件 

（ⅰ）ＲＩ生産用実験装置の装荷位置 

装荷位置：炉心燃料領域 

ただし、ＲＩ生産用実験装置は、原子炉の核熱特性に影響を与えないよう装荷する。 

（ⅱ）ＲＩ生産用実験装置の最大装荷個数 

最大装荷個数：照射燃料集合体、照射用実験装置及びＲＩ生産用実験装置の合計 4

体 

（ⅲ）ＲＩ生産用実験装置の年間試験回数 

最大試験回数：5回 

（４）評価 

（ⅰ）ＲＩ生産用実験装置 

  ＲＩ生産用実験装置は、地震時並びに通常運転時及び運転時の異常な過渡変化時に

種々の荷重が加わるが、これらの荷重に対して十分な強度を有している。 

（ⅱ）I型ＲＩ生産用キャプセル 

原子炉内における使用期間中、通常運転時及び運転時の異常な過渡変化時において、

I型ＲＩ生産用キャプセルの健全性は下記のように保たれる。 

ａ．照射物最高温度 

 融点等を安全側に考慮して設計するため、照射物最高温度が溶融温度を超えないよ

うにすることができる。 

ｂ．内圧及び応力 

 照射物の放射化物及び子孫核種には気体状の物質が含まれる。ＲＩ生産用キャプセ

ルの内圧は、照射物から放出される子孫核種、ヘリウムガス等によって、照射ととも

に徐々に上昇するが、ガスプレナムの体積を十分大きくとることにより、ＲＩ生産用

キャプセルの内圧によるクリープ寿命分数和を 1.0未満にすることができる。 

 ＲＩ生産用キャプセルの膜応力は、照射初期においては小さい。また、照射に伴っ

て内圧が徐々に上昇するが、通常運転時における一次膜応力はＲＩ生産用キャプセル

の材料の強度を安全側に考慮して設定した Sm値より小さい。 
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第 10.12.1図 計測線付実験装置（自己作動型炉停止機構開発用）  
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第 10.12.2図（1／2） 照射用実験装置（参考用：本体設備 1/2）  
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第 10.12.2図（2／2） 照射用実験装置（参考用：本体設備 2/2） 
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添付書類 10 

 

変更後における試験研究用等原子炉の操作上の過失、機械又は装置の故障、 

地震、火災等があった場合に発生すると想定される 

試験研究用等原子炉の事故の種類、程度、影響等に関する説明書 

 

 

  



 

6－1 

 

令和５年７月２６日付け原規規発第 2307265 号をもって設置変更許可を受けた大洗研究所（南

地区）原子炉設置変更許可申請書（高速実験炉原子炉施設の変更）の添付書類 10 の記述の変更

は、次のとおりである。 

 

 

（1）1. 安全評価に関する基本方針 の第 1.1 表を添付６－１のとおりに変更する。 
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添付６－１ 

 

第 1.1表 解析において影響緩和のために考慮する主要な安全機能 

分類 機能 構築物、系統又は機器 特記すべき関連系 

ＭＳ－１ 

 

原子炉の緊急停止 

及び未臨界維持機能 

①制御棒 

②制御棒駆動系 

１）駆動機構 

２）上部案内管 

３）下部案内管 

①炉心支持構造物 

１）炉心支持板 

２）支持構造物 

②炉心バレル構造物 

１）バレル構造体 

③炉心構成要素 

１）炉心燃料集合体 

２）照射燃料集合体 

３）内側反射体 

４）外側反射体（Ａ） 

５）材料照射用反射体 

６）遮へい集合体 

７）計測線付実験装置 

８）照射用実験装置 

９）ＲＩ生産用実験装置 

１次冷却材漏えい量 

の低減機能 

①原子炉容器 

１）リークジャケット 

②１次主冷却系、１次補助冷却系及び１

次ナトリウム充填・ドレン系のうち、原

子炉冷却材バウンダリに属する容器・

配管・ポンプ・弁の配管（外側）又はリ

ークジャケット 

①関連するプロセス計装（ナトリウム漏えい検

出器） 

原子炉停止後 

の除熱機能 

①１次主冷却系 

１）１次主循環ポンプポニーモータ 

２）逆止弁 

②２次主冷却系 

１）主冷却機（主送風機を除く。） 

①原子炉容器 

１）本体 

②１次主冷却系、１次補助冷却系及び１次ナト

リウム充填・ドレン系 

１）原子炉冷却材バウンダリに属する容器・

配管・ポンプ・弁（ただし、計装等の小

口径のものを除く。） 

③２次主冷却系、２次補助冷却系、２次ナトリ

ウム純化系及び２次ナトリウム充填・ドレン

系 

１）冷却材バウンダリに属する容器・配管・

ポンプ・弁（ただし、計装等の小口径の

ものを除く。） 

放射性物質 

の閉じ込め機能 

①格納容器 

②格納容器バウンダリに属する配管・弁 

 

工学的安全施設 

及び原子炉停止系への 

作動信号の発生機能 

①原子炉保護系（スクラム） 

②原子炉保護系（アイソレーション） 

①関連する核計装 

②関連するプロセス計装 

安全上特に重要な 

関連機能 

①非常用ディーゼル電源系（ＭＳ－１に

関連するもの） 

②交流無停電電源系（ＭＳ－１に関連す

るもの） 

③直流無停電電源系（ＭＳ－１に関連す

るもの） 

①関連する補機冷却設備 

ＭＳ－２ 

 

放射線の遮蔽 

及び放出低減機能 

 

①外周コンクリート壁 

②アニュラス部排気系 

１）アニュラス部排気系（アニュラス

部常用排気フィルタを除く。） 

③非常用ガス処理装置 

④主排気筒 

⑤放射線低減効果の大きい遮蔽（安全容

器及びコンクリート遮へい体冷却系を

含む。） 

 

事故時のプラント状態

の把握機能 

①事故時監視計器の一部  

 


